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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
バイオマス供給口、並びに、非酸化性ガス供給口及び／又はスチーム吹込み口を備えるバ
イオマス熱分解器と、スチーム吹込み口及び改質ガス排出口を備える熱分解ガス改質器と
、上記バイオマス熱分解器において発生した熱分解ガスを上記熱分解ガス改質器へと導入
する、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との間に備えられた熱分解ガス導
入管とを備え、かつ、上記バイオマス熱分解器及び上記熱分解ガス改質器が、夫々更に、
予め加熱された複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口及び排出口を備え、上記複数の粒
状物及び／又は塊状物の持つ熱により、バイオマスの熱分解及びバイオマスの熱分解によ
り発生した熱分解ガスの改質を実行するバイオマスのガス化装置において、上記バイオマ
ス熱分解器と上記熱分解ガス改質器とが、上記複数の粒状物及び／又は塊状物の流れに対
して並列に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器及
び上記熱分解ガス改質器の両側において、上記バイオマス熱分解器及び上記熱分解ガス改
質器内に夫々形成される、上記複数の粒状物及び／又は塊状物層の上面より下方の上記バ
イオマス熱分解器及び上記熱分解ガス改質器の側面に備えられており、かつ、上記熱分解
ガス導入管が、重力方向に対して略水平に備えられていることを特徴とするバイオマスの
ガス化装置。
【請求項２】
上記熱分解ガス導入管の内部底面が、上方に向かって突出した構造を有している、請求項
１記載のバイオマスのガス化装置。
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【請求項３】
上記熱分解ガス導入管の内部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両側か
ら中央部へと傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有している、請求項１記載のバ
イオマスのガス化装置。
【請求項４】
上記熱分解ガス導入管の長手方向に垂直な断面の外形が略四角形である、請求項１～３の
いずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置。
【請求項５】
上記熱分解ガス導入管が、１又は２本備えられている、請求項１～４のいずれか一つに記
載のバイオマスのガス化装置。
【請求項６】
上記熱分解ガス導入管が、その内部に上記複数の粒状物及び／又は塊状物を保有している
、請求項１～５のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置。
【請求項７】
バイオマス供給口、並びに、非酸化性ガス供給口及び／又はスチーム吹込み口を備えるバ
イオマス熱分解器と、スチーム吹込み口及び改質ガス排出口を備える熱分解ガス改質器と
、上記バイオマス熱分解器において発生した熱分解ガスを上記熱分解ガス改質器へと導入
する、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との間に備えられた熱分解ガス導
入管とを備え、かつ、上記バイオマス熱分解器が、更に、予め加熱された複数の粒状物及
び／又は塊状物の導入口及び排出口を備え、上記複数の粒状物及び／又は塊状物の持つ熱
により、バイオマスの熱分解を実行し、一方、上記熱分解ガス改質器が、更に、その外側
に予め加熱されたガス状又は液体状熱媒体の流路を備え、該熱媒体の持つ熱により、バイ
オマスの熱分解により発生した熱分解ガスの改質を実行するバイオマスのガス化装置にお
いて、上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器側において、上記バイオマス熱
分解器内に形成される、上記複数の粒状物及び／又は塊状物層の上面より下方の上記バイ
オマス熱分解器の側面に備えられていることを特徴とするバイオマスのガス化装置。
【請求項８】
上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との間の上記
バイオマス熱分解器側において、重力方向に対して略水平に備えられており、次いで、上
記熱分解ガス改質器側に向かって、上方に立ち上がった構造を有している、請求項７記載
のバイオマスのガス化装置。
【請求項９】
上記熱分解ガス導入管が、その内部に上記複数の粒状物及び／又は塊状物を保有している
、請求項７又は８記載のバイオマスのガス化装置。
【請求項１０】
バイオマスを、非酸化性ガス雰囲気下又は非酸化性ガスとスチームとの混合ガス雰囲気下
において加熱するバイオマス熱分解器と、上記バイオマス熱分解器において発生したガス
を、スチームの存在下に加熱する熱分解ガス改質器とを備え、かつ、予め加熱された複数
の粒状物及び／又は塊状物を、上記バイオマス熱分解器及び上記熱分解ガス改質器に投入
せしめて、上記複数の粒状物及び／又は塊状物の持つ熱により、バイオマスの熱分解及び
バイオマスの熱分解により発生した熱分解ガスの改質を実行するバイオマスのガス化方法
において、上記複数の粒状物及び／又は塊状物が、上記複数の粒状物及び／又は塊状物の
流れに対して並列に備えられている上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器とに
別個に投入され、上記バイオマス熱分解器において発生した熱分解ガスが、上記バイオマ
ス熱分解器と上記熱分解ガス改質器の両側において、上記バイオマス熱分解器及び上記熱
分解ガス改質器内に夫々形成される、上記複数の粒状物及び／又は塊状物層の上面より下
方の上記バイオマス熱分解器及び上記熱分解ガス改質器の側面に備えられ、かつ、重力方
向に対して略水平に備えられた熱分解ガス導入管を通って、上記熱分解ガス改質器に導入
されて改質されるバイオマスのガス化方法。
【請求項１１】
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上記熱分解ガス導入管の内部底面が、上方に向かって突出した構造を有している、請求項
１０記載のバイオマスのガス化方法。
【請求項１２】
上記熱分解ガス導入管が、その内部に上記複数の粒状物及び／又は塊状物を保有している
、請求項１０又は１１記載のバイオマスのガス化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、バイオマスのガス化装置に関し、更に詳しくは、バイオマスを熱分解するバイ
オマス熱分解器と、上記バイオマス熱分解器において発生したガスをスチームと混合して
改質する熱分解ガス改質器とを備えるバイオマスのガス化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災に端を発し、その後、安全性等の観点から
多数の原子力発電設備の操業が停止している。それに伴って、電力供給不足が懸念されて
おり、原子力発電の代替として、太陽光発電、風力発電、地熱発電、水力発電、潮力発電
、バイオマス発電等の再生可能エネルギーによる発電設備が注目されている。
【０００３】
このような状況下、日本国政府は「第四次エネルギー基本計画」を２０１４年４月１１日
に閣議決定し、主に再生可能エネルギーの導入を加速すること、及び、燃料電池技術等に
よる分散型エネルギーシステムの普及を拡大することが、決定された。また、２０１６年
３月２２日に取りまとめられた「水素・燃料電池戦略ロードマップ改訂版」においては、
再生可能エネルギー由来の水素の利活用に関し、技術面及び経済面の課題について検討を
行うことが盛り込まれた。
【０００４】
再生可能エネルギーのうち、太陽光発電、風力発電及び潮力発電は、一時的な電力供給源
として期待されてはいるものの、発電量が安定しないことから、安定した電力供給設備と
しては期待できない。また、水力発電及び潮力発電は、小規模設備であればある程度の需
要が見込まれるが、大規模設備を建設するためには設置場所が限定されるという問題があ
る。
【０００５】
一方、木材、下水汚泥、家畜排せつ物等のバイオマスは日本国内に均一に存在する。とり
わけ、東日本大震災の影響による家屋の倒壊、森林崩壊等により、建設系木質廃材、森林
の倒木、不要林地残材、間伐材等の木質系バイオマスが大量に発生している。これらの木
質系バイオマスを再生可能エネルギーとして有効利用することが期待されている。
【０００６】
木質系バイオマスのガス化装置には、例えば、竪型のガス化炉の上部からバイオマスを供
給してバイオマスの充填移動層を該ガス化炉内に形成し、該ガス化炉の下部からガス化剤
を供給し、充填移動層を降下するバイオマスを、上昇するガス化剤と向流接触させ熱分解
させて生成ガスを得るガス化炉を備えるバイオマスガス化装置において、バイオマスを分
級して所定粒径以下のバイオマスの細粒物の重量比率が所定値以下である粒度分布調整バ
イオマスを得る振動篩と、振動篩からの粒度分布調整バイオマスをガス化炉に供給するバ
イオマス供給装置を有するバイオマスのガス化装置が提案されている（特許文献１）。該
ガス化装置によれば、充填移動層内において均一な高温ガスの上昇流を形成でき、かつ充
填移動層での圧力損失を低くすることができ、安定したガス化を維持することができる。
しかし、供給されたバイオマスが均一に熱分解されるという保証はない。また、上記のよ
うに粒度分布調整バイオマスを得る必要があり、そのための装置を設けなければならず、
コスト高に繋がる。
【０００７】
原料バイオマスを間接加熱して熱分解し、タール分を含む熱分解ガスとチャーを発生させ
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る外熱式ロータリーキルン形式の熱分解部と、該熱分解部から抽出されるタール分を含む
熱分解ガスおよびチャーに対し、酸化ガスが導入されて、タール分を熱分解させるととも
に、チャーをガス化させるガス化部とを備えるバイオマスガス化装置が提案されている（
特許文献２）。該装置は、バイオマスを熱分解したのち、その熱分解ガスに含まれるター
ル及びチャーを酸化ガスで燃焼させて除去するものである。しかし、該設備は複雑である
ばかりではなく、運転操作も煩雑となる。また、タールを燃焼させる際に、燃料ガスの一
部も燃焼して損失してしまうことが懸念される。その他の装置として、例えば、下水汚泥
や木質バイオマスなどを炭化する炭化装置を備え、その炭化装置から発生した炭化物をガ
ス化する高温ガス化部と、炭化物生成時に揮発したタールを含む可燃性熱分解ガスの改質
を行うガス改質部とからなる２段式のガス化炉を備えた熱分解ガス化システムが提案され
ている（特許文献３）。該熱分解ガス化システムは、炭化装置、２段ガス化炉を備えるの
で複雑であるばかりではなく、運転操作も煩雑となる。また、タールを燃焼させる際に、
燃料ガスの一部も燃焼して損失してしまうことが懸念される。
【０００８】
木質系バイオマス等の有機物質のガス化方法として、熱担持媒体（ヒートキャリア）を使
用する方法が開示されている。例えば、有機物質および物質混合物から高い発熱量を有す
る生成物ガスを製造する方法であり、循環する熱担持媒体が、加熱帯域、反応帯域、熱分
解帯域および分離工程を通過し、引き続き加熱帯域に戻り、その際、有機物質または物質
混合物を熱分解帯域中で加熱した熱担持媒体と接触することにより固体の炭素含有残留物
および揮発性相として熱分解ガスに分離し、熱分解帯域を通過後、固体の炭素含有残留物
を分離工程で熱担持媒体から分離し、熱分解ガスを反応媒体としての水蒸気と混合し、反
応帯域中で加熱した熱担持媒体に含まれる熱の一部を交換することにより高い発熱量を有
する生成物ガスが生じるように更に加熱する、有機物質および物質混合物から高い発熱量
を有する生成物ガスを製造する方法において、水蒸気を熱分解帯域で熱分解ガスと混合し
、全部の固体の炭素含有残留物を別の燃焼装置に供給し、ここで燃焼し、この燃焼装置の
熱い排ガスを、加熱帯域に存在する熱担持媒体の堆積を通過させ、その際、大部分の顕熱
を熱担持媒体に与える、有機物質および物質混合物から高い発熱量を有する生成物ガスを
製造する方法が提案されている（特許文献４）。該方法においては、熱分解反応器を出た
直後に熱分解コークス及び熱担持媒体からなる混合物を分離し、得た熱分解コークスを燃
焼装置で燃焼して、これにより発生した顕熱を利用して、加熱帯域内で熱担持媒体を加熱
するものであり、これにより、低いコストで発熱量の高い生成物ガスを得ようとするもの
である。また、熱分解帯域を備える熱分解器と、反応帯域を備えるガス改質器とを別個独
立して備えることを基本としており、それにより、直列接続型と並列接続型のいずれも構
成し得ることを特徴としているものである。また、加熱帯域の予熱器における熱担持媒体
（ヒートキャリア）の加熱効率を維持して、生成ガスの品質の安定化を図ることを目的と
して、上記方法における予熱器を工夫したシステムが提案されている（特許文献５）。し
かし、これらの熱担持媒体（ヒートキャリア）を使用した方法及びシステムにおいても、
熱分解時に発生するタールによるトラブルを十分には回避することができなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１１－２３１１９３号公報
【特許文献２】特開２００７－１７７１０６号公報
【特許文献３】特開２０１１－６８８９３号公報
【特許文献４】特表２００３－５１０４０３号公報
【特許文献５】特開２０１１－１４４３２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は、バイオマスの熱分解温度及び発生した熱分解ガスの改質温度を最適化すること
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により、熱分解ガスの発生量を増大させ、かつ、最終製品である水素含有ガスの生産量を
増大させ得るばかりではなく、タール及び煤塵の発生量を低減せしめ得るバイオマスのガ
ス化装置を提供する。加えて、発生したタールを効果的にガス化し、かつ、ガス化されず
に残存したタール及び煤塵を効率的に回収して、それにより、タール及び煤塵による装置
トラブルを著しく軽減し得るバイオマスのガス化装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
熱担持媒体（ヒートキャリア）の持つ熱を利用して、バイオマスを熱分解し、かつ、発生
した熱分解ガスを改質する、従来の方法においては、バイオマスがヒートキャリア層に包
み込まれて加熱されることから、バイオマスを比較的均一に熱分解することはできるが、
熱分解時に発生したタール及び煤塵等による操業上のトラブルを回避することができなか
った。従来の方法では、ヒートキャリアが、予め所定温度に加熱されて熱分解ガス改質器
に導入され、ここで、該ヒートキャリアが、バイオマス熱分解器から導入された熱分解ガ
ス、及びスチームと接触されて、熱分解ガスはスチーム改質されて製品として取り出され
る。一方、ヒートキャリアは、配管内を通って下降し、バイオマス熱分解器に導入されて
バイオマスの熱分解を生じさせる。バイオマスの熱分解により発生したガスは、配管内を
上昇して熱分解ガス改質器に導入される。しかし、該熱分解ガスはタール及び煤塵等を含
有していることから、これらタール及び煤塵等が熱分解ガス改質器への導入配管の内壁及
びバルブ等に付着し、時には、該熱分解ガスと向流接触するヒートキャリアをも固着させ
て配管内に詰まらせてしまうと言う問題を引き起こした。該問題を解決するために、導入
配管の直径を大きくすることが考えられる。しかし、該手段では、単に閉塞に至るまでの
時間を延長することはできても、本質的な解決手段にはなり得なかった。また、ヒートキ
ャリアの配管内での閉塞問題を解決するために、熱分解ガスが上昇する配管とヒートキャ
リアが下降する配管とを別々にする手段が考えられるが、この手段によっても、熱分解ガ
スが上昇する配管内壁及びバルブ等へのタール及び煤塵等の付着による閉塞トラブル等を
回避できなかった。加えて、このように別々の配管を設置する方法では、装置及び操作が
著しく複雑になってしまう。
【００１２】
また、熱担持媒体（ヒートキャリア）の持つ熱を利用して、バイオマスを熱分解し、かつ
、発生したガスを改質する、従来の方法においては、熱分解ガス改質器とバイオマス熱分
解器とが上下に直列に接続されている故に、それぞれの反応器、即ち、バイオマス熱分解
器及び熱分解ガス改質器内部の温度を別個にコントロールすることが不可能であった。例
えば、バイオマスの熱分解温度が低下した際に、熱分解温度を上昇させようとしても、熱
分解ガス改質器内部温度を維持する必要性のために、バイオマス熱分解器内部温度が上げ
られないという不具合があり、逆に、バイオマスの熱分解温度が上昇した際に、バイオマ
ス熱分解器内部の温度を低下させようとしても、同様に、熱分解ガス改質器の温度を維持
する必要性のために、バイオマス熱分解器内部温度を低下させることができないという不
具合があった。従って、バイオマスの熱分解温度及び発生した熱分解ガスの改質温度を、
継続して最適化することが容易ではなく、結果として、熱分解ガスの発生量及び最終製品
の水素含有ガスの生産量が低下してしまうという問題があった。また、それに伴い、ター
ル及び煤塵等の発生量が増加するという問題も発生した。本来であれば、バイオマス熱分
解器と熱分解ガス改質器とは別個に温度コントロールできることが望ましい。
【００１３】
特許文献４には、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器とを、熱担持媒体（ヒートキャ
リア）の流れに対して並列に配置する方法が提案されている。該方法によれば、バイオマ
ス熱分解器の温度と熱分解ガス改質器の温度とを、別個にコントロールし得るので、上記
問題を解決し得る。該方法においては、バイオマス熱分解器で発生した熱分解ガスは、バ
イオマス熱分解器の上部から配管により熱分解ガス改質器に導入されていた。かかる熱分
解ガスの導入方法では、熱分解ガスが上昇及び下降して通過する該配管の内壁及びバルブ
等に、タール及び煤塵等が付着して、それによる閉塞トラブルを回避できない、という不
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具合が発生していた。
【００１４】
バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器とを別個に温度コントロールすることができれば
、バイオマスの熱分解温度及び熱分解ガスの改質温度を、夫々最適な値にすることができ
る故に、バイオマスを熱分解する際に発生するタール及び煤塵等の量を効果的に低減する
ことができると共に、熱分解ガスを効率的に発生せしめることができ、かつ、発生した熱
分解ガスを最適条件で効率的に改質することができる。従って、配管内壁及びバルブ等へ
のタール及び煤塵等の付着を著しく低減することができると共に、改質ガスの生産量をも
大幅に増加せしめることが可能となる。しかし、上記の特許文献４に記載のような装置構
成では、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器との温度を、夫々別個にコントロールす
ることができるものの、バイオマス熱分解器から熱分解ガス改質器へ熱分解ガスを導入す
る熱分解ガス導入管において、その内壁及びバルブ等へのタール及び煤塵等の付着が生じ
てしまい、結局、熱分解ガス導入管の閉塞トラブルが発生してしまう。
【００１５】
そこで、本発明者らは、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の夫々の内部温度を別
個にコントロールして、バイオマスの熱分解温度及び熱分解ガスの改質温度を、夫々適切
な値にすることにより、熱分解ガスの発生量を増大させ、かつ、最終製品である水素含有
ガスの生産量を増大させるばかりではなく、タール及び煤塵等の発生量を低減せしめ、そ
れに加えて、バイオマス熱分解器において発生した熱分解ガスを熱分解ガス改質器へと導
入する熱分解ガス導入管の内壁及びバルブ等に、タール及び煤塵等が付着して、該熱分解
ガス導入管が閉塞することを回避するためには、ガス化装置を如何なる構成にするべきか
に関して、種々の検討を試みた。
【００１６】
その結果、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器とを、複数の粒状物及び／又は塊状物
［熱担持媒体（ヒートキャリア）］の流れに対して並列に配置し、かつ、熱分解ガス導入
管を、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器との両側において、バイオマス熱分解器及
び熱分解ガス改質器内に形成される、ヒートキャリア層の上面より下方のバイオマス熱分
解器及び熱分解ガス改質器の側面に設置し、かつ、該熱分解ガス導入管を水平配管にする
ことにより、上記問題を解決し得ることを見出した。即ち、バイオマス熱分解器と熱分解
ガス改質器とを、ヒートキャリアの流れに対して並列に配置することにより、夫々別個に
、内部温度をコントロールすることができ、かつ、熱分解ガス導入管のガス取り入れ口（
ガス入口）とガス導入口（ガス出口）とをヒートキャリア層中に設けることにより、該熱
分解ガス導入管内に、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器中のヒートキャリアを導
入せしめて、そして、熱分解ガスが、熱分解ガス導入管内に保有された該ヒートキャリア
層を通過することにより、タール及び煤塵等が効率的に除去されると共に、タールが効果
的に熱分解されることを見出したのである。加えて、驚くべきことに、該熱分解ガス導入
管内に侵入したヒートキャリアは、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器内のヒート
キャリアの上から下への移動に伴って、逐次入れ替わり、それにより、熱分解ガス導入管
内においてヒートキャリアがタール等により固着して閉塞することなく、著しく効率的に
タール及び煤塵等が除去され、かつ、タールが熱分解され、好ましくは改質されることを
見出したのである。そして、好ましくは、熱分解ガス導入管の内部底面を、上方に向かっ
て突出させておけば、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器内を夫々流れるヒートキ
ャリアが、熱分解ガス導入管を通して、他方の容器に流れ込むことを、より効果的に防止
し得るばかりではなく、熱分解ガス導入管内のヒートキャリアが効果的に入れ替わり、よ
り効率的にタール及び煤塵等を除去することができることを見出したのである。
【００１７】
即ち、本発明は、
（１）バイオマス供給口、並びに、非酸化性ガス供給口及び／又はスチーム吹込み口を備
えるバイオマス熱分解器と、スチーム吹込み口及び改質ガス排出口を備える熱分解ガス改
質器と、上記バイオマス熱分解器において発生した熱分解ガスを上記熱分解ガス改質器へ
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と導入する、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との間に備えられた熱分解
ガス導入管とを備え、かつ、上記バイオマス熱分解器及び上記熱分解ガス改質器が、夫々
更に、予め加熱された複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口及び排出口を備え、上記複
数の粒状物及び／又は塊状物の持つ熱により、バイオマスの熱分解及びバイオマスの熱分
解により発生した熱分解ガスの改質を実行するバイオマスのガス化装置において、上記バ
イオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器とが、上記複数の粒状物及び／又は塊状物の流
れに対して並列に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分
解器及び上記熱分解ガス改質器の両側において、上記バイオマス熱分解器及び上記熱分解
ガス改質器内に夫々形成される、上記複数の粒状物及び／又は塊状物層の上面より下方の
上記バイオマス熱分解器及び上記熱分解ガス改質器の側面に備えられており、かつ、上記
熱分解ガス導入管が、重力方向に対して略水平に備えられていることを特徴とするバイオ
マスのガス化装置である。
【００１８】
好ましい態様として、
（２）上記熱分解ガス導入管の内部底面が、上方に向かって突出した構造を有している、
上記（１）記載のバイオマスのガス化装置、
（３）上記熱分解ガス導入管の内部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の
両側から中央部へと傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有している、上記（１）
記載のバイオマスのガス化装置、
（４）上記熱分解ガス導入管の内部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の
両側から中央部へと、５～４５度の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有してい
る、上記（１）記載のバイオマスのガス化装置、
（５）上記熱分解ガス導入管の内部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の
両側から中央部へと、１０～３０度の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有して
いる、上記（１）記載のバイオマスのガス化装置、
（６）上記熱分解ガス導入管の内部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の
両側から中央部へと、１５～２５度の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有して
いる、上記（１）記載のバイオマスのガス化装置、
（７）上記熱分解ガス導入管の長手方向（熱分解ガスの流れ方向）に垂直な断面の外形が
、略円形又は略多角形である、上記（１）～（６）のいずれか一つに記載のバイオマスの
ガス化装置、
（８）上記熱分解ガス導入管の長手方向（熱分解ガスの流れ方向）に垂直な断面の外形が
略四角形である、上記（１）～（６）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（９）上記熱分解ガス導入管が、１～３本備えられている、上記（１）～（８）のいずれ
か一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（１０）上記熱分解ガス導入管が、１又は２本備えられている、上記（１）～（８）のい
ずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（１１）上記熱分解ガス導入管が、その内部に上記複数の粒状物及び／又は塊状物を保有
している、上記（１）～（１０）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（１２）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器及びその近傍、熱分解ガス改質器及び
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管より成る群から選ばれる一つ以上の位置に備えられ
る、上記（１）～（１１）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（１３）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又は
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管に備えられる、上記（１）～（１１）のいずれか一
つに記載のバイオマスのガス化装置、
（１４）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又は
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管に、夫々、１～３個備えられる、上記（１）～（１
１）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（１５）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又は
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管に、夫々、１個備えられる、上記（１）～（１１）
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のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（１６）複数の粒状物及び／又は塊状物を予め加熱するための予熱器が、バイオマス熱分
解器及び熱分解ガス改質器の上部に更に備えられる、上記（１）～（１５）のいずれか一
つに記載のバイオマスのガス化装置、
（１７）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口が、バイオマス熱分解器及び熱分
解ガス改質器の上方に備えられる、上記（１）～（１６）のいずれか一つに記載のバイオ
マスのガス化装置、
（１８）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口が、バイオマス熱分解器及び熱分
解ガス改質器の頂部に備えられる、上記（１）～（１６）のいずれか一つに記載のバイオ
マスのガス化装置、
（１９）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の排出口が、バイオマス熱分解器及び熱分
解ガス改質器の下方に備えられる、上記（１）～（１８）のいずれか一つに記載のバイオ
マスのガス化装置、
（２０）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の排出口が、バイオマス熱分解器及び熱分
解ガス改質器の底部に備えられる、上記（１）～（１８）のいずれか一つに記載のバイオ
マスのガス化装置、
（２１）上記の粒状物及び／又は塊状物が、金属ボール及びセラミックボールより成る群
から選ばれる、上記（１）～（２０）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（２２）金属ボールが、ステンレス鋼製である、上記（２１）記載のバイオマスのガス化
装置、
（２３）セラミックボールが、アルミナ、シリカ、シリコンカーバイド、タングステンカ
ーバイド、ジルコニア及び窒化ケイ素のより成る群から選ばれる一以上の材質から成る、
上記（２１）記載のバイオマスのガス化装置、
（２４）上記バイオマス熱分解器の気相温度が４００～７００℃である、上記（１）～（
２３）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（２５）上記バイオマス熱分解器の気相温度が５００～７００℃である、上記（１）～（
２３）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（２６）上記バイオマス熱分解器の気相温度が５５０～６５０℃である、上記（１）～（
２３）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（２７）上記熱分解ガス改質器の気相温度が７００～１，０００℃である、上記（１）～
（２６）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（２８）上記熱分解ガス改質器の気相温度が８５０～９５０℃である、上記（１）～（２
６）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（２９）上記熱分解ガス改質器の気相温度が８８０～９３０℃である、上記（１）～（２
６）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（３０）上記バイオマスが、植物系バイオマス、生物系バイオマス、生活雑排出物及び食
品廃棄物より成る群から選ばれるバイオマス資源である、上記（１）～（２９）のいずれ
か一つに記載のバイオマスのガス化装置
を挙げることができる。
【００１９】
また、本発明は、上記（１）記載のバイオマスのガス化装置を使用したバイオマスのガス
化方法である。即ち、本発明は、
（３１）バイオマスを、非酸化性ガス雰囲気下又は非酸化性ガスとスチームとの混合ガス
雰囲気下において加熱するバイオマス熱分解器と、上記バイオマス熱分解器において発生
したガスを、スチームの存在下に加熱する熱分解ガス改質器とを備え、かつ、予め加熱さ
れた複数の粒状物及び／又は塊状物を、上記バイオマス熱分解器及び上記熱分解ガス改質
器に投入せしめて、上記複数の粒状物及び／又は塊状物の持つ熱により、バイオマスの熱
分解及びバイオマスの熱分解により発生した熱分解ガスの改質を実行するバイオマスのガ
ス化方法において、上記複数の粒状物及び／又は塊状物が、上記複数の粒状物及び／又は
塊状物の流れに対して並列に備えられている上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改
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質器とに別個に投入され、上記バイオマス熱分解器において発生した熱分解ガスが、上記
バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器の両側において、上記バイオマス熱分解器及
び上記熱分解ガス改質器内に夫々形成される、上記複数の粒状物及び／又は塊状物層の上
面より下方の上記バイオマス熱分解器及び上記熱分解ガス改質器の側面に備えられ、かつ
、重力方向に対して略水平に備えられた熱分解ガス導入管を通って、上記熱分解ガス改質
器に導入されて改質されるバイオマスのガス化方法である。
【００２０】
好ましい態様として、
（３２）上記熱分解ガス導入管の内部底面が、上方に向かって突出した構造を有している
、上記（３１）記載のバイオマスのガス化方法、
（３３）上記熱分解ガス導入管の内部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器
の両側から中央部へと傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有している、上記（３
１）記載のバイオマスのガス化方法、
（３４）上記熱分解ガス導入管の内部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器
の両側から中央部へと、５～４５度の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有して
いる、上記（３１）記載のバイオマスのガス化方法、
（３５）上記熱分解ガス導入管の内部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器
の両側から中央部へと、１０～３０度の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有し
ている、上記（３１）記載のバイオマスのガス化方法、
（３６）上記熱分解ガス導入管の内部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器
の両側から中央部へと、１５～２５度の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有し
ている、上記（３１）記載のバイオマスのガス化方法、
（３７）上記熱分解ガス導入管の長手方向（熱分解ガスの流れ方向）に垂直な断面の外形
が、略円形又は略多角形である、上記（３１）～（３６）のいずれか一つに記載のバイオ
マスのガス化方法、
（３８）上記熱分解ガス導入管の長手方向（熱分解ガスの流れ方向）に垂直な断面の外形
が略四角形である、上記（３１）～（３６）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化
方法、
（３９）上記熱分解ガス導入管が、１～３本備えられている、上記（３１）～（３８）の
いずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（４０）上記熱分解ガス導入管が、１又は２本備えられている、上記（３１）～（３６）
のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（４１）上記熱分解ガス導入管が、その内部に上記複数の粒状物及び／又は塊状物を保有
している、上記（３１）～（４０）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（４２）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器及びその近傍、熱分解ガス改質器及び
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管より成る群から選ばれる一つ以上の位置に備えられ
る、上記（３１）～（４１）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（４３）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又は
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管に備えられる、上記（３１）～（４１）のいずれか
一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（４４）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又は
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管に、夫々、１～３個備えられる、上記（３１）～（
４１）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（４５）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又は
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管に、夫々、１個備えられる、上記（３１）～（４１
）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（４６）複数の粒状物及び／又は塊状物を予め加熱するための予熱器が、バイオマス熱分
解器及び熱分解ガス改質器の上部に更に備えられる、上記（３１）～（４５）のいずれか
一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（４７）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口が、バイオマス熱分解器及び熱分
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解ガス改質器の上方に備えられる、上記（３１）～（４６）のいずれか一つに記載のバイ
オマスのガス化方法、
（４８）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口が、バイオマス熱分解器及び熱分
解ガス改質器の頂部に備えられる、上記（３１）～（４６）のいずれか一つに記載のバイ
オマスのガス化方法、
（４９）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の排出口が、バイオマス熱分解器及び熱分
解ガス改質器の下方に備えられる、上記（３１）～（４８）のいずれか一つに記載のバイ
オマスのガス化方法、
（５０）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の排出口が、バイオマス熱分解器及び熱分
解ガス改質器の底部に備えられる、上記（３１）～（４８）のいずれか一つに記載のバイ
オマスのガス化方法、
（５１）上記の粒状物及び／又は塊状物が、金属ボール及びセラミックボールより成る群
から選ばれる、上記（３１）～（５０）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法
、
（５２）金属ボールが、ステンレス鋼製である、上記（５１）記載のバイオマスのガス化
方法、
（５３）セラミックボールが、アルミナ、シリカ、シリコンカーバイド、タングステンカ
ーバイド、ジルコニア及び窒化ケイ素のより成る群から選ばれる一以上の材質から成る、
上記（５１）記載のバイオマスのガス化方法、
（５４）上記バイオマス熱分解器の気相温度が４００～７００℃である、上記（３１）～
（５３）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（５５）上記バイオマス熱分解器の気相温度が５００～７００℃である、上記（３１）～
（５３）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（５６）上記バイオマス熱分解器の気相温度が５５０～６５０℃である、上記（３１）～
（５３）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（５７）上記熱分解ガス改質器の気相温度が７００～１，０００℃である、上記（３１）
～（５６）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（５８）上記熱分解ガス改質器の気相温度が８５０～９５０℃である、上記（３１）～（
５６）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（５９）上記熱分解ガス改質器の気相温度が８８０～９３０℃である、上記（３１）～（
５６）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（６０）上記バイオマスが、植物系バイオマス、生物系バイオマス、生活雑排出物及び食
品廃棄物より成る群から選ばれるバイオマス資源である、上記（３１）～（５９）のいず
れか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
を挙げることができる。
【００２１】
本発明者らは、上記第一の装置構成と同じく、バイオマス熱分解器において発生した熱分
解ガスを熱分解ガス改質器に導入するための熱分解ガス導入管、即ち、熱分解ガス導入管
のガス取り入れ口（ガス入口）を、バイオマス熱分解器側において、バイオマス熱分解器
内に形成される、ヒートキャリア層の上面より下方のバイオマス熱分解器の側面、即ち、
ヒートキャリア層中に設置しておけば、バイオマス熱分解器にのみ、複数の粒状物及び／
又は塊状物［熱担持媒体（ヒートキャリア）］を導入してバイオマスを熱分解し、発生し
た熱分解ガスを、従来の熱交換器型の熱分解ガス改質器に導入して、該熱分解ガスの改質
を実行しても、上記と同様の効果が得られるのではないかとの考えに思い至った。そこで
、本発明者らは、かかる装置構成について、更に種々検討を重ねたところ、該装置構成で
あっても、上記第一の装置構成に劣ることなく、本発明の課題を解決し得ることを見出し
た。
【００２２】
即ち、本発明は、
（６１）バイオマス供給口、並びに、非酸化性ガス供給口及び／又はスチーム吹込み口を



(11) JP 6412261 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

備えるバイオマス熱分解器と、スチーム吹込み口及び改質ガス排出口を備える熱分解ガス
改質器と、上記バイオマス熱分解器において発生した熱分解ガスを上記熱分解ガス改質器
へと導入する、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との間に備えられた熱分
解ガス導入管とを備え、かつ、上記バイオマス熱分解器が、更に、予め加熱された複数の
粒状物及び／又は塊状物の導入口及び排出口を備え、上記複数の粒状物及び／又は塊状物
の持つ熱により、バイオマスの熱分解を実行し、一方、上記熱分解ガス改質器が、更に、
その外側に予め加熱されたガス状又は液体状熱媒体の流路を備え、該熱媒体の持つ熱によ
り、バイオマスの熱分解により発生した熱分解ガスの改質を実行するバイオマスのガス化
装置において、上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器側において、上記バイ
オマス熱分解器内に形成される、上記複数の粒状物及び／又は塊状物層の上面より下方の
上記バイオマス熱分解器の側面に備えられていることを特徴とするバイオマスのガス化装
置である。
【００２３】
好ましい態様として、
（６２）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間の上記バイオマス熱分解器側において、重力方向に対して略水平に備えられており、次
いで、上記熱分解ガス改質器側に向かって、上方に立ち上がった構造を有している、上記
（６１）記載のバイオマスのガス化装置、
（６３）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間において重力方向に対して略水平に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管の内
部底面が、上方に向かって突出した構造を有している、上記（６１）記載のバイオマスの
ガス化装置、
（６４）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間において重力方向に対して略水平に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管の内
部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両側から中央部へと傾斜を備えて
上方に向かって突出した構造を有している、上記（６１）記載のバイオマスのガス化装置
、
（６５）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間において重力方向に対して略水平に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管の内
部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両側から中央部へと、５～４５度
の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有している、上記（６１）記載のバイオマ
スのガス化装置、
（６６）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間において重力方向に対して略水平に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管の内
部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両側から中央部へと、１０～３０
度の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有している、上記（６１）記載のバイオ
マスのガス化装置、
（６７）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間において重力方向に対して略水平に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管の内
部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両側から中央部へと、１５～２５
度の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有している、上記（６１）記載のバイオ
マスのガス化装置、
（６８）上記熱分解ガス導入管の長手方向（熱分解ガスの流れ方向）に垂直な断面の外形
が、略円形又は略多角形である、上記（６１）～（６７）のいずれか一つに記載のバイオ
マスのガス化装置、
（６９）上記熱分解ガス導入管の長手方向（熱分解ガスの流れ方向）に垂直な断面の外形
が略四角形である、上記（６１）～（６７）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化
装置、
（７０）上記熱分解ガス導入管が、１～３本備えられている、上記（６１）～（６９）の
いずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
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（７１）上記熱分解ガス導入管が、１又は２本備えられている、上記（６１）～（６９）
のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（７２）上記熱分解ガス導入管が、その内部に上記複数の粒状物及び／又は塊状物を保有
している、上記（６１）～（７１）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（７３）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器及びその近傍、熱分解ガス改質器及び
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管より成る群から選ばれる一つ以上の位置に備えられ
る、上記（６１）～（７２）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（７４）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又は
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管に備えられる、上記（６１）～（７２）のいずれか
一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（７５）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又は
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管に、夫々、１～３個備えられる、上記（６１）～（
７２）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（７６）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又は
その近傍、並びに、熱分解ガス導入管に、夫々、１個備えられる、上記（６１）～（７２
）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（７７）複数の粒状物及び／又は塊状物を予め加熱するための予熱器が、バイオマス熱分
解器の上部に更に備えられる、上記（６１）～（７６）のいずれか一つに記載のバイオマ
スのガス化装置、
（７８）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口が、バイオマス熱分解器の上方に
備えられる、上記（６１）～（７７）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（７９）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口が、バイオマス熱分解器の頂部に
備えられる、上記（６１）～（７７）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（８０）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の排出口が、バイオマス熱分解器の下方に
備えられる、上記（６１）～（７９）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（８１）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の排出口が、バイオマス熱分解器の底部に
備えられる、上記（６１）～（７９）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（８２）上記の粒状物及び／又は塊状物が、金属ボール及びセラミックボールより成る群
から選ばれる、上記（６１）～（８１）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置
、
（８３）金属ボールが、ステンレス鋼製である、上記（８２）記載のバイオマスのガス化
装置、
（８４）セラミックボールが、アルミナ、シリカ、シリコンカーバイド、タングステンカ
ーバイド、ジルコニア及び窒化ケイ素のより成る群から選ばれる一以上の材質から成る、
上記（８２）記載のバイオマスのガス化装置、
（８５）上記の予め加熱されたガス状又は液体状熱媒体が高温熱風である、上記（６１）
～（８４）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（８６）上記バイオマス熱分解器の気相温度が４００～７００℃である、上記（６１）～
（８５）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（８７）上記バイオマス熱分解器の気相温度が５００～７００℃である、上記（６１）～
（８５）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（８８）上記バイオマス熱分解器の気相温度が５５０～６５０℃である、上記（６１）～
（８５）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（８９）上記熱分解ガス改質器の気相温度が７００～１，０００℃である、上記（６１）
～（８８）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（９０）上記熱分解ガス改質器の気相温度が８５０～９５０℃である、上記（６１）～（
８８）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（９１）上記熱分解ガス改質器の気相温度が８８０～９３０℃である、上記（６１）～（
８８）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化装置、
（９２）上記バイオマスが、植物系バイオマス、生物系バイオマス、生活雑排出物及び食
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品廃棄物より成る群から選ばれるバイオマス資源である、上記（６１）～（９１）のいず
れか一つに記載のバイオマスのガス化装置
を挙げることができる。
【００２４】
また、本発明は、上記（６１）記載のバイオマスのガス化装置を使用したバイオマスのガ
ス化方法である。即ち、本発明は、
（９３）バイオマスを、非酸化性ガス雰囲気下又は非酸化性ガスとスチームとの混合ガス
雰囲気下において加熱するバイオマス熱分解器と、上記バイオマス熱分解器において発生
したガスを、スチームの存在下に加熱する熱分解ガス改質器とを備え、かつ、予め加熱さ
れた複数の粒状物及び／又は塊状物を、上記バイオマス熱分解器に投入せしめて、上記複
数の粒状物及び／又は塊状物の持つ熱により、バイオマスの熱分解を実行し、一方、予め
加熱されたガス状又は液体状熱媒体を、上記熱分解ガス改質器の外側に備えられた熱媒体
の流路に通して、該ガス状又は液体状熱媒体の持つ熱により、バイオマスの熱分解により
発生した熱分解ガスの改質を実行するバイオマスのガス化方法において、上記バイオマス
熱分解器において発生した熱分解ガスが、上記バイオマス熱分解器内に形成される、上記
複数の粒状物及び／又は塊状物層の上面より下方の上記バイオマス熱分解器の側面に備え
られた熱分解ガス導入管を通って、上記熱分解ガス改質器に導入されて改質されるバイオ
マスのガス化方法である。
【００２５】
好ましい態様として、
（９４）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間の上記バイオマス熱分解器側において、重力方向に対して略水平に備えられており、次
いで、上記熱分解ガス改質器側に向かって、上方に立ち上がった構造を有している、上記
（９３）記載のバイオマスのガス化方法、
（９５）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間において重力方向に対して略水平に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管の内
部底面が、上方に向かって突出した構造を有している、上記（９３）記載のバイオマスの
ガス化方法、
（９６）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間において重力方向に対して略水平に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管の内
部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両側から中央部へと傾斜を備えて
上方に向かって突出した構造を有している、上記（９３）記載のバイオマスのガス化方法
、
（９７）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間において重力方向に対して略水平に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管の内
部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両側から中央部へと、５～４５度
の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有している、上記（９３）記載のバイオマ
スのガス化方法、
（９８）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間において重力方向に対して略水平に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管の内
部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両側から中央部へと、１０～３０
度の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有している、上記（９３）記載のバイオ
マスのガス化方法、
（９９）上記熱分解ガス導入管が、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解ガス改質器との
間において重力方向に対して略水平に備えられており、かつ、上記熱分解ガス導入管の内
部底面が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両側から中央部へと、１５～２５
度の傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有している、上記（９３）記載のバイオ
マスのガス化方法、
（１００）上記熱分解ガス導入管の長手方向（熱分解ガスの流れ方向）に垂直な断面の外
形が、略円形又は略多角形である、上記（９３）～（９９）のいずれか一つに記載のバイ
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オマスのガス化方法、
（１０１）上記熱分解ガス導入管の長手方向（熱分解ガスの流れ方向）に垂直な断面の外
形が略四角形である、上記（９３）～（９９）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス
化方法、
（１０２）上記熱分解ガス導入管が、１～３本備えられている、上記（９３）～（１０１
）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１０３）上記熱分解ガス導入管が、１又は２本備えられている、上記（９３）～（１０
１）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１０４）上記熱分解ガス導入管が、その内部に上記複数の粒状物及び／又は塊状物を保
有している、上記（９３）～（１０１）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法
、
（１０５）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器及びその近傍、熱分解ガス改質器及
びその近傍、並びに、熱分解ガス導入管より成る群から選ばれる一つ以上の位置に備えら
れる、上記（９３）～（１０４）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１０６）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又
はその近傍、並びに、熱分解ガス導入管に備えられる、上記（９３）～（１０４）のいず
れか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１０７）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又
はその近傍、並びに、熱分解ガス導入管に、夫々、１～３個備えられる、上記（９３）～
（１０４）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１０８）スチーム吹込み口が、バイオマス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又
はその近傍、並びに、熱分解ガス導入管に、夫々、１個備えられる、上記（９３）～（１
０４）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１０９）複数の粒状物及び／又は塊状物を予め加熱するための予熱器が、バイオマス熱
分解器の上部に更に備えられる、上記（９３）～（１０８）のいずれか一つに記載のバイ
オマスのガス化方法、
（１１０）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口が、バイオマス熱分解器の上方
に備えられる、上記（９３）～（１０９）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方
法、
（１１１）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口が、バイオマス熱分解器の頂部
に備えられる、上記（９３）～（１０９）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方
法、
（１１２）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の排出口が、バイオマス熱分解器の下方
に備えられる、上記（９３）～（１１１）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方
法、
（１１３）上記の複数の粒状物及び／又は塊状物の排出口が、バイオマス熱分解器の底部
に備えられる、上記（９３）～（１１１）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方
法、
（１１４）上記の粒状物及び／又は塊状物が、金属ボール及びセラミックボールより成る
群から選ばれる、上記（９３）～（１１３）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化
方法、
（１１５）金属ボールが、ステンレス鋼製である、上記（１１４）記載のバイオマスのガ
ス化方法、
（１１６）セラミックボールが、アルミナ、シリカ、シリコンカーバイド、タングステン
カーバイド、ジルコニア及び窒化ケイ素のより成る群から選ばれる一以上の材質から成る
、上記（１１４）記載のバイオマスのガス化方法、
（１１７）上記の予め加熱されたガス状又は液体状熱媒体が高温熱風である、上記（９３
）～（１１６）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１１８）上記バイオマス熱分解器の気相温度が４００～７００℃である、上記（９３）
～（１１７）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
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（１１９）上記バイオマス熱分解器の気相温度が５００～７００℃である、上記（９３）
～（１１７）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１２０）上記バイオマス熱分解器の気相温度が５５０～６５０℃である、上記（９３）
～（１１７）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１２１）上記熱分解ガス改質器の気相温度が７００～１，０００℃である、上記（９３
）～（１２０）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１２２）上記熱分解ガス改質器の気相温度が８５０～９５０℃である、上記（９３）～
（１２０）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１２３）上記熱分解ガス改質器の気相温度が８８０～９３０℃である、上記（９３）～
（１２０）のいずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法、
（１２４）上記バイオマスが、植物系バイオマス、生物系バイオマス、生活雑排出物及び
食品廃棄物より成る群から選ばれるバイオマス資源である、上記（９３）～（１２３）の
いずれか一つに記載のバイオマスのガス化方法
を挙げることができる。
【発明の効果】
【００２６】
本発明の装置においては、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器とを、別個に温度コン
トロールすることができることから、バイオマスの熱分解温度及び発生した熱分解ガスの
改質温度を、いずれも容易かつ長期間に亘って最適化することができる。それにより、熱
分解ガスの発生量を増大させることができ、かつ、最終製品である水素含有ガスの生産量
をも増大させることができるばかりではなく、バイオマスの熱分解により発生するタール
及び煤塵の量を極力低減させることができる。加えて、バイオマス熱分解器において発生
した熱分解ガスを、熱分解ガス改質器へと導入する熱分解ガス導入管のガス取り入れ口（
ガス入口）が、バイオマス熱分解器のヒートキャリア層中に設けられており、かつ、熱分
解ガス導入管のガス導入口（ガス出口）が、熱分解ガス改質器のヒートキャリア層中に設
けられていることから、該熱分解ガス導入管中へヒートキャリアが流入して、ヒートキャ
リアが熱分解ガス導入管中に保有される。更に、該熱分解ガス導入管が重力方向に対して
略水平に備えられていることから、該熱分解ガス導入管中のヒートキャリアと、バイオマ
ス熱分解器及び熱分解ガス改質器中を上から下へと移動しているヒートキャリアとの入れ
替わりが生ずると共に、バイオマス熱分解器から熱分解ガス導入管中に流入したヒートキ
ャリアが、熱分解ガス改質器中に混入することを回避し得、一方、熱分解ガス改質器から
熱分解ガス導入管中に流入したヒートキャリアが、バイオマス熱分解器に混入することを
回避し得る。従って、バイオマス熱分解器において発生した熱分解ガスが、該熱分解ガス
導入管を通って、熱分解ガス改質器へと導入されるに際して、熱分解ガス中に含まれるタ
ール及び煤塵が該ヒートキャリアに効率的に捕捉され、タールは効果的にガス化され、ま
た、残ったタール及び煤塵は、該ヒートキャリアに付着したまま、バイオマス熱分解器及
び熱分解ガス改質器の底部から抜き出されて回収され得る。従って、タール及び煤塵によ
る装置トラブルを著しく軽減し得ると共に、発生したタールのガス化率を最大化して、高
熱効率及び低コストで、バイオマスから水素含有ガスを製造し得るのである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器との両方に、予め加熱された複
数の粒状物及び／又は塊状物を投入する第一の装置構成を備える、本発明のバイオマスの
ガス化装置の一実施態様を示した概略図である。
【図２】図２は、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器との両方に、予め加熱された複
数の粒状物及び／又は塊状物を投入する第一の装置構成を備える、本発明のバイオマスの
ガス化装置の別の一実施態様を示した概略図である。
【図３】図３は、バイオマス熱分解器のみに、予め加熱された複数の粒状物及び／又は塊
状物を投入する第二の装置構成を備える、本発明のバイオマスのガス化装置の一実施態様
を示した概略図である。
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【図４】図４は、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器との間に備えられる熱分解ガス
導入管のいくつかの異なる実施態様を示した概略図である。
【図５】図５は比較例において使用した従来のバイオマスのガス化装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
本発明のガス化装置（第一の装置構成）は、バイオマス供給口、並びに、非酸化性ガス供
給口及び／又はスチーム吹込み口を備えるバイオマス熱分解器と、スチーム吹込み口及び
改質ガス排出口を備える熱分解ガス改質器と、上記バイオマス熱分解器において発生した
熱分解ガスを上記熱分解ガス改質器へと導入する、上記バイオマス熱分解器と上記熱分解
ガス改質器との間に備えられた熱分解ガス導入管とを備え、かつ、上記バイオマス熱分解
器及び上記熱分解ガス改質器が、夫々更に、予め加熱された複数の粒状物及び／又は塊状
物、即ち、熱担持媒体（ヒートキャリア）の導入口及び排出口を備える。そして、予め加
熱された複数の粒状物及び／又は塊状物が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器に
導入されて、該複数の粒状物及び／又は塊状物の持つ熱により、バイオマスの熱分解及び
バイオマスの熱分解により発生した熱分解ガスの改質が実行される。ここで、本発明のガ
ス化装置においては、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器とが、複数の粒状物及び／
又は塊状物の流れに対して並列に備えられている。このように、従来のバイオマスのガス
化装置のように、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器とが、複数の粒状物及び／又は
塊状物の流れに対して、上下直列に備えられているのではなく、並列に備えられているこ
とから、複数の粒状物及び／又は塊状物を、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器とに
夫々別個に導入することができて、夫々の温度を別個にコントロールすることができるの
である。
【００２９】
本発明のガス化装置においては、熱分解ガス導入管は、バイオマス熱分解器及び熱分解ガ
ス改質器の両側において、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器内に夫々形成される
、複数の粒状物及び／又は塊状物層、即ち、ヒートキャリア層の上面より下方のバイオマ
ス熱分解器及び熱分解ガス改質器の側面に備えられている。即ち、バイオマス熱分解器側
において、バイオマス熱分解器中に形成される、複数の粒状物及び／又は塊状物から成る
層中に熱分解ガス導入管のガス取り入れ口（ガス入口）が備えられ、かつ、熱分解ガス改
質器側において、熱分解ガス改質器中に形成される、複数の粒状物及び／又は塊状物から
成る層中に、熱分解ガス導入管のガス導入口（ガス出口）が備えられる。そして、該熱分
解ガス導入管を通過して、バイオマス熱分解器において発生した熱分解ガスが、熱分解ガ
ス改質器へと導入されるのである。このように、熱分解ガス導入管の熱分解ガスの取り入
れ口が、複数の粒状物及び／又は塊状物から成る層中に設けられていることから、バイオ
マス熱分解器中に存在する複数の粒状物及び／又は塊状物の一部が、該熱分解ガス導入管
の内部へと侵入することができ、かつ、熱分解ガス導入管の熱分解ガス改質器へのガス導
入口が、複数の粒状物及び／又は塊状物から成る層中に設けられていることから、熱分解
ガス改質器中に存在する複数の粒状物及び／又は塊状物の一部が、該熱分解ガス導入管の
内部へと侵入することができて、該熱分解ガス導入管が、その内部に複数の粒状物及び／
又は塊状物を保有し得るのである。加えて、熱分解ガス導入管は、重力方向に対して略水
平に備えられていることから、複数の粒状物及び／又は塊状物が、熱分解ガス導入管内部
に侵入し易くなり、かつ、熱分解ガス導入管内部に保有された複数の粒状物及び／又は塊
状物は、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器中を、上から下へと重力により移動す
る複数の粒状物及び／又は塊状物の流れに伴って、上から下へと移動している複数の粒状
物及び／又は塊状物と、連続的に徐々に入れ替わることができる。そして、それにより、
熱分解ガス導入管内部に保有された複数の粒状物及び／又は塊状物は、新しい状態を保ち
得るのである。更には、バイオマス熱分解器から熱分解ガス導入管中に流入した複数の粒
状物及び／又は塊状物が、熱分解ガス改質器中に混入し、一方、熱分解ガス改質器から熱
分解ガス導入管中に流入した複数の粒状物及び／又は塊状物が、バイオマス熱分解器中に
混入することを回避し得る。このように、熱分解ガス導入管内部に複数の粒状物及び／又
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は塊状物が保有されていることから、そこを通過して熱分解ガス改質器へと導入される熱
分解ガス中に含まれるタール及び煤塵等は、該複数の粒状物及び／又は塊状物と接触され
て捕捉されるのである。そして、捕捉されたタールの一部分又は大部分は、ここで、複数
の粒状物及び／又は塊状物の持つ熱により熱分解されてガス化され、好ましくは、更に改
質される。また、ガス化されずに残存したタール及び煤塵等は、複数の粒状物及び／又は
塊状物に付着したまま、バイオマス熱分解器底部及び熱分解ガス改質器底部から排出され
る。これにより、効果的にタール及び煤塵等を熱分解ガスから除去することが可能となる
のである。
【００３０】
本発明のガス化装置においては、熱分解ガス導入管の内部底面は、上方に向かって突出し
た構造を有していることが好ましい。このように、熱分解ガス導入管の内部底面が上方に
向かって突出した構造を有していることにより、バイオマス熱分解器から熱分解ガス導入
管へと侵入した複数の粒状物及び／又は塊状物と、熱分解ガス改質器から熱分解ガス導入
管へと侵入した複数の粒状物及び／又は塊状物との混ざり合い、即ち、バイオマス熱分解
器から熱分解ガス導入管中に流入した複数の粒状物及び／又は塊状物が、熱分解ガス改質
器中に混入し、一方、熱分解ガス改質器から熱分解ガス導入管中に流入した複数の粒状物
及び／又は塊状物が、バイオマス熱分解器に混入することをより効果的に防止することが
できる。より好ましくは、熱分解ガス導入管の内部底面は、バイオマス熱分解器及び熱分
解ガス改質器の両側から中央部に向かって傾斜を備えて上方に向かって突出した構造を有
している。上記傾斜の角度（θ）は、好ましくは５～４５度、より好ましくは１０～３０
度、更に好ましくは１５～２５度である。該傾斜の角度（θ）は、バイオマス熱分解器及
び熱分解ガス改質器の両側において同一であっても、また、夫々異なっていてもよい。こ
のような傾斜を備えることにより、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両方から
熱分解ガス導入管へと侵入した複数の粒状物及び／又は塊状物が、両者が合流する箇所に
おいて停滞することを防止して、複数の粒状物及び／又は塊状物の熱分解ガス導入管内で
の入れ替わりを促進するのである。上記熱分解ガス導入管において、その長手方向に垂直
な断面、即ち、熱分解ガスの流れ方向に対して垂直な断面の外形は、好ましくは略円形又
は略多角形であり、より好ましくは略四角形である。該熱分解ガス導入管の内径は、複数
の粒状物及び／又は塊状物が熱分解ガス導入管内に容易に流入しかつ流出し得るものであ
れば特に制限はない。また、該熱分解ガス導入管は、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改
質器との間に、好ましくは１～３本、より好ましくは１又は２本備えられている。
【００３１】
本発明のガス化装置において、スチーム吹込み口は、好ましくは、バイオマス熱分解器及
びその近傍、熱分解ガス改質器及びその近傍、並びに、熱分解ガス導入管より成る群から
選ばれる一つ以上の位置に備えられる。より好ましくは、スチーム吹込み口は、バイオマ
ス熱分解器又はその近傍、熱分解ガス改質器又はその近傍、並びに、熱分解ガス導入管の
全てに備えられる。これにより、バイオマスの熱分解及び熱分解ガスの改質をより良好に
達成することができる。スチーム吹込み口の個数に特に制限はないが、バイオマス熱分解
器又はその近傍、熱分解ガス改質器又はその近傍、並びに、熱分解ガス導入管に、好まし
くは、夫々、１～３個、より好ましくは、夫々、１個備えられる。
【００３２】
本発明のガス化装置においては、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の上部に、複
数の粒状物及び／又は塊状物を予め加熱するための予熱器が備えられる。これにより、該
複数の粒状物及び／又は塊状物が所定の温度に加熱される。該予熱器は、バイオマス熱分
解器及び熱分解ガス改質器の上部に１器設けて、そこで全ての粒状物及び／又は塊状物を
所定の温度に加熱して、該同一の温度に加熱された粒状物及び／又は塊状物を、バイオマ
ス熱分解器と熱分解ガス改質器とに別個に導入することができる。また、予熱器を、バイ
オマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の夫々の上部に１器ずつ、即ち、合計２器設けて、
夫々の予熱器で、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の夫々の温度に適合するよう
に別々の温度に加熱して、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器とに別個に導入するこ
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ともできる。上記いずれの構成においても、十分に効果を達成することができる。前者の
構成を採れば、装置コストを削減することができ、また、バイオマス熱分解器へのスチー
ム導入量によりバイオマス熱分解温度をコントロールする際には、導入したスチームによ
り、より効果的に熱分解及び改質を実行することが可能となる。一方、後者の形態を採れ
ば、温度コントロールを容易に実施することができると共に、粒状物及び／又は塊状物の
加熱に必要なエネルギーの削減が可能となる。
【００３３】
また、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の上方（上部）、好ましくは頂部に、複
数の粒状物及び／又は塊状物の導入口が備えられ、一方、バイオマス熱分解器及び熱分解
ガス改質器の下方（下部）、好ましくは底部に、複数の粒状物及び／又は塊状物の排出口
が備えられる。複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口及び排出口は、例えば、配管の上
下に１個ずつ合計２個のバルブを備えた、いわゆる２段式バルブ方式が使用される。但し
、該導入及び抜出し方式は、一例であり、この方式に限定されるものではない。
【００３４】
複数の粒状物及び／又は塊状物、即ち、熱担持媒体（ヒートキャリア）は、好ましくは、
金属及びセラミックより成る群から選ばれる一以上の材質から成る。金属としては、好ま
しくは、鉄、ステンレス鋼、ニッケル合金鋼、及び、チタン合金鋼より成る群から選ばれ
、より好ましくは、ステンレス鋼が選ばれる。また、セラミックとしては、アルミナ、シ
リカ、シリコンカーバイド、タングステンカーバイド、ジルコニア及び窒化ケイ素のより
成る群から選ばれ、より好ましくは、アルミナが選ばれる。複数の粒状物及び／又は塊状
物の形状は、好ましくは球状（ボール）であるが、必ずしも真球である必要はなく、断面
形状が楕円形又は長円形である球状物であってもよい。球状物の直径（最大径）は、好ま
しくは３～２５ｍｍ、より好ましくは８～１５ｍｍである。上記上限を超えては、バイオ
マス熱分解器及び熱分解ガス改質器内部での流動性、即ち、自由落下性を損なうことがあ
り、これにより、球状物がバイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器内部で静止して閉塞
の原因となることがある。一方、上記下限未満では、とりわけ、バイオマス熱分解器にお
いては、球状物に付着したタール及び煤塵等により球状物自体が固着することがあり、閉
塞の原因となることがある。例えば、球状物の直径が３ｍｍ未満では、球状物に付着した
タール及び煤塵等の影響により、球状物が、とりわけ、バイオマス熱分解器の内壁に付着
して成長し、最悪の場合には、バイオマス熱分解器を閉塞させてしまうことが懸念される
。また、タールが付着した球状物が、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の底部の
バルブから抜き出される際、３ｍｍ未満の球状物は軽く、そのうえタールが付着している
ために自然落下せずにバルブ内部に固着して閉塞を助長することがある。
【００３５】
本発明のバイオマスとは、いわゆるバイオマス資源を言う。ここで、バイオマス資源とは
、植物系バイオマス、例えば、林業から廃棄される間伐材、製材廃材、剪定枝、林地残材
、未利用樹等、農業から廃棄される野菜残渣及び果樹残渣等の農作物、稲藁、麦藁及び籾
殻等、その他海洋植物、建設系廃木材等；生物系バイオマス、例えば、家畜排せつ物及び
下水汚泥に代表される生物系排せつ物；並びに塵芥等の生活雑排出物及び食品廃棄物等を
言う。本発明の装置は、好ましくは植物系バイオマス及び生物系バイオマスのガス化に適
している。
【００３６】
以下、本発明のバイオマスのガス化装置を添付図面に基づいて説明する。図１は、バイオ
マス熱分解器（３）と熱分解ガス改質器（２）との両方に、予め加熱された複数の粒状物
及び／又は塊状物（７）、即ち、熱担持媒体（ヒートキャリア）を投入する第一の装置構
成を備える、本発明のバイオマスのガス化装置の一実施態様を示した概略図である。該バ
イオマスのガス化装置においては、バイオマス熱分解器（３）と熱分解ガス改質器（２）
とが、複数の粒状物及び／又は塊状物（７）、即ち、ヒートキャリアの流れに対して並列
に備えられている。そして、複数の粒状物及び／又は塊状物（７）を予め加熱するための
予熱器（１）が１器、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の上部に備
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えられている。また、熱分解ガス導入管（９）が、バイオマス熱分解器（３）と熱分解ガ
ス改質器（２）との間１本に備えられており、これにより、バイオマス熱分解器（３）に
おいて発生した熱分解ガスが、熱分解ガス改質器（２）へと導入される。ここで、熱分解
ガス導入管（９）は、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の両側にお
いて、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）内に夫々形成される、複数
の粒状物及び／又は塊状物（７）層の上面（１３）より下方のバイオマス熱分解器（３）
及び熱分解ガス改質器（２）の側面に備えられている。即ち、熱分解ガス導入管（９）の
バイオマス熱分解器（３）側ガス取り入れ口（ガス入口）（９－３）及び熱分解ガス改質
器（２）側ガス導入口（ガス出口）（９－２）のいずれもが、複数の粒状物及び／又は塊
状物（７）層中に設けられている。また、熱分解ガス導入管（９）が、重力方向に対して
略水平に備えられている。また、熱分解ガス導入管（９）の内部底面は、上方に向かって
突出した構造を有していることが好ましい。但し、該内部底面は平らな構造であってもよ
い。
【００３７】
複数の粒状物及び／又は塊状物（７）、即ち、ヒートキャリアは、バイオマス熱分解器（
３）及び熱分解ガス改質器（２）に導入される前に、予熱器（１）において予め加熱され
る。ヒートキャリア（７）は、好ましくは１，０００～１，１００℃、より好ましくは１
，０５０～１，１００℃に加熱される。上記下限未満では、バイオマスの熱分解により発
生したガスを、熱分解ガス改質器（２）において十分に改質することができないことがあ
る。一方、上記上限を超えては、余分な熱を与えるばかりで著しい効果の増大は期待でき
ず、却ってコスト高を招くばかりである。また、設備の熱効率低下の原因にもなる。
【００３８】
予熱器（１）において上記所定温度に加熱されたヒートキャリア（７）は、次いで、ヒー
トキャリア（７）の流れに対して並列に配置されたバイオマス熱分解器（３）及び熱分解
ガス改質器（２）に夫々別個に導入される。バイオマス熱分解器（３）においては、ヒー
トキャリア（７）は、別途、バイオマス供給口（４）からバイオマス熱分解器（３）に供
給されたバイオマスと接触される。ここで、バイオマス供給口（４）は、バイオマス熱分
解器（３）自体に設けられていても良いが、図１に示すように、バイオマス熱分解器（３
）近傍、例えば、ヒートキャリア（７）のバイオマス熱分解器（３）への給配配管に設け
ることもできる。また、バイオマス熱分解器（３）には、非酸化性ガス、例えば、窒素、
及び、任意的にスチームが、夫々、非酸化性ガス供給口（１２）及びスチーム吹込み口（
１１１）から供給されて、非酸化性ガス雰囲気又は非酸化性ガスとスチームとの混合ガス
雰囲気に保たれている。そして、ヒートキャリア（７）とバイオマスとの接触により、バ
イオマスが加熱されて熱分解し、熱分解ガスが生成する。バイオマス熱分解器（３）を非
酸化性ガス雰囲気にすることにより、バイオマスの燃焼を阻止して、バイオマスを効率よ
く熱分解させることができる。生成した熱分解ガスは、熱分解ガス導入管（９）を通過し
て、熱分解ガス改質器（２）に導入される。この際、生成した熱分解ガスに含まれるター
ル及び煤塵等は、熱分解ガス導入管（９）内に保有されるヒートキャリア（７）により捕
捉され、タールの一部又は大部分はヒートキャリア（７）により加熱されてガス化され、
残存したタール及び煤塵等は、ヒートキャリア（７）に付着したまま、バイオマス熱分解
器（３）又は熱分解ガス改質器（２）底部から排出される。バイオマス熱分解器（３）の
気相温度は、上限が、好ましくは７００℃、より好ましくは６５０℃あり、下限が、好ま
しくは４００℃、より好ましくは５００℃、更に好ましくは５５０℃である。上記下限未
満では、バイオマスの熱分解が進まないことがある。上記上限を超えては、重質なタール
を発生させる。このような重質タールは、スチームにより十分に改質することができない
ことから、タールによる装置トラブルの原因となることがある。ここで、バイオマス熱分
解器（３）の気相温度とは、バイオマス熱分解器（３）内に投入される、予め加熱された
ヒートキャリア（７）、原料であるバイオマス及び非酸化性ガスと、任意的に吹き込まれ
るスチームとが混合されて生ずる温度、並びに、ヒートキャリア（７）層の輻射熱等から
総合的に生ずるバイオマス熱分解器（３）内部の気相温度を言う。該バイオマス熱分解器
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（３）の気相温度は、ヒートキャリア（７）の供給速度及び抜出し速度、バイオマス熱分
解器（３）内におけるヒートキャリア層の体積及びその占有率、バイオマスの供給量、非
酸化性ガス及び／又はスチームの供給量等により適宜コントロールすることができる。通
常、バイオマスの供給量からヒートキャリア（７）の供給速度及び抜出し速度を決定し、
次いで、バイオマス熱分解器（３）内におけるヒートキャリア層の体積及びその占有率を
徐々に変更しながら、非酸化性ガス及び／又はスチームの供給量を適宜変更することによ
り、バイオマス熱分解器（３）の気相温度を所定温度にコントロールすることができる。
【００３９】
熱分解ガス改質器（２）には、バイオマス熱分解器（３）においてバイオマスを熱分解す
ることにより生成した熱分解ガスが、熱分解ガス導入管（９）を通って導入される。導入
された熱分解ガスは、スチームの存在下にヒートキャリア（７）と接触されて加熱される
。これにより、熱分解ガスとスチームとが反応して、熱分解ガスを水素に富むガスへと改
質することができる。ここで、ガス改質に使用されるスチームは、バイオマス熱分解器（
３）及びその近傍、熱分解ガス改質器（２）及びその近傍、並びに、バイオマス熱分解器
（３）と熱分解ガス改質器（２）との間の熱分解ガス導入管（９）より成る群から選ばれ
る一つ以上の位置に備えられるスチーム吹込み口（１１１、１１２、１１３）から導入さ
れる。好ましくは、バイオマス熱分解器（３）又はその近傍、熱分解ガス改質器（２）又
はその近傍、並びに、熱分解ガス導入管（９）に備えられるスチーム吹込み口（１１１、
１１２、１１３）の全てから導入される。熱分解ガス改質器（２）における気相温度は、
上限が、好ましくは１，０００℃、より好ましくは９５０℃、更に好ましくは９３０℃で
あり、下限が、好ましくは７００℃、より好ましくは８５０℃、更に好ましくは８８０℃
である。上記下限未満では、改質反応が進まないことがある。一方、上記上限を超えても
、著しい効果の増大は期待できず、ヒートキャリアの加熱に要する熱量が増大して、コス
ト高を招く。熱分解ガス改質器（２）における気相温度が、上記のより好ましい下限値で
ある８５０℃以上において、スチームによる一酸化炭素の改質が顕著となり、更に好まし
い下限値である８８０℃以上において、スチームによるメタンの改質が顕著になる。従っ
て、一酸化炭素及びメタンの両方を効率的に改質するためには、熱分解ガス改質器（２）
における気相温度が８８０℃以上であることが更に好ましい。熱分解ガス改質器（２）に
おける気相温度のより好ましい上限は９５０℃であり、該温度以下で十分に熱分解ガスを
改質し得るが、燃料使用量の削減を図るためには９３０℃以下であることが更に好ましい
。ここで、熱分解ガス改質器（２）の気相温度とは、熱分解ガス改質器（２）内に投入さ
れる、予め加熱されたヒートキャリア（７）、熱分解ガス及びスチームが混合されて生ず
る温度、並びに、ヒートキャリア（７）層の輻射熱等から総合的に生ずる熱分解ガス改質
器（２）内部の気相温度を言う。熱分解ガス改質器（２）の気相温度は、ヒートキャリア
（７）の供給温度、ヒートキャリア（７）の供給速度及び抜出し速度、熱分解ガス改質器
（２）内におけるヒートキャリア層の体積及びその占有率、バイオマス熱分解器（３）か
ら供給される熱分解ガスの量、スチームの供給量等により適宜コントロールすることがで
きる。通常、ヒートキャリア（７）の供給速度及び抜出し速度、熱分解ガス改質器（２）
内におけるヒートキャリア層の体積及びその占有率を一定にしておき、ヒートキャリア（
７）の供給温度を所望の気相温度より好ましくは１００～４００℃、より好ましくは１５
０～２００℃高くして供給し、スチームの供給量を適宜変更することにより、バイオマス
熱分解器（３）の気相温度を所定温度にコントロールすることができる。
【００４０】
上記のバイオマス熱分解器（３）におけるバイオマスの熱分解、及び、熱分解ガス改質器
（２）における熱分解ガスの改質に必要な熱の殆どは、上記の温度に予め加熱された複数
の粒状物及び／又は塊状物（７）、即ち、熱担持媒体（ヒートキャリア）の持つ熱により
供給される。ヒートキャリア（７）のバイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（
２）への導入、並びに、ヒートキャリア（７）のバイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガ
ス改質器（２）からの抜出しは、例えば、配管の上下に１個ずつ合計２個のバルブを備え
た、いわゆる２段式バルブ方式（図示せず）を使用して行われる。該２段式バルブ方式の
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操作を簡単に説明すると、上下２個のバルブを閉じておき、まず、上のバルブを開いてヒ
ートキャリア（７）を配管内部に落下させ、下のバルブと上のバルブとの間にヒートキャ
リア（７）を充填する。次いで、上のバルブを閉じ、下のバルブを開くことによって、２
個のバルブの間に充填されたヒートキャリア（７）をバイオマス熱分解器（３）及び熱分
解ガス改質器（２）へ導入し、又は、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（
２）から抜き出す。このようなバルブ操作を繰り返すことによって、ヒートキャリア（７
）はバイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）にほぼ連続的に導入され、か
つ、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）からほぼ連続的に抜出される
。該導入及び抜出し方式は、一例であり、この方式に限定されるものではない。ヒートキ
ャリア（７）のバイオマス熱分解器（３）への導入及びヒートキャリア（７）のバイオマ
ス熱分解器（３）からの抜出し速度を制御することにより、バイオマス熱分解器（３）に
おいてヒートキャリア層を形成せしめると共に、その層の厚さを適切な値に制御し、かつ
、バイオマス熱分解器（３）の温度を上記所定温度に制御することができる。熱分解ガス
改質器（２）も同様である。このように、熱分解ガス改質器（２）とバイオマス熱分解器
（３）とを並列に配置することにより、熱分解ガス改質器（２）とバイオマス熱分解器（
３）の内部温度を個別にコントロールすることが可能になる。これにより、熱分解ガス改
質器（２）における改質反応を適正温度で進行させることが可能になると共に、バイオマ
ス熱分解器（３）におけるバイオマスの熱分解を適正温度で実行させることが可能となる
のである。更には、熱効率を改善することが可能となる。また、熱分解ガス改質器（２）
とバイオマス熱分解器（３）とを、ヒートキャリアの流れに対して並列に配置し、かつ、
夫々の容器（２，３）を好ましくは竪型に配置して、ヒートキャリアを重力により自然落
下させることにより、ヒートキャリアを移動させるための動力を必要とせず、エネルギー
節約型の効率的なガス化装置にすることができる。
【００４１】
ここで、ヒートキャリア（７）のバイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）
からの抜出し速度が速過ぎると、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）
の温度が高くなり、一方、抜出し速度が遅過ぎると、ヒートキャリアが放熱して、バイオ
マス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の温度が低くなる。ヒートキャリア（７
）のバイオマス熱分解器（３）への供給速度及び抜出し速度は、原料であるバイオマスの
供給量及びその種類、並びに、バイオマスの水分及び灰分量等に依存するが、通常、バイ
オマスの供給量に対して決定される。通常、乾燥原料、即ち、乾燥バイオマスのバイオマ
ス熱分解器（３）への供給速度の５～６０質量倍に設定される。好ましくは、乾燥バイオ
マスのバイオマス熱分解器（３）への供給速度の５～３０質量倍に設定され、より好まし
くは１０～２０質量倍に設定される。上記下限未満では、バイオマスを熱分解するために
必要な熱量を供給できない。一方、上記上限を超えては、ヒートキャリア（７）の供給量
が過剰になるばかりであり、そのためバイオマス熱分解器（３）を必要以上に大きくしな
ければならず、また、ヒートキャリア（７）の加熱に余分な熱量を必要とする。また、ヒ
ートキャリア（７）の熱分解ガス改質器（２）への供給速度及び抜出し速度は、供給され
る熱分解ガスの量及びその温度、スチームの温度及びその供給量等に依存してコントロー
ルされる。但し、予めバイオマスの供給量に対して決定しておき、操作段階において、随
時、上記因子の変動等に基づいてコントロールすることが好ましい。通常、乾燥原料、即
ち、乾燥バイオマスのバイオマス熱分解器（３）への供給速度の５～３０質量倍に設定さ
れる。好ましくは、乾燥バイオマスのバイオマス熱分解器（３）への供給速度の５～１５
質量倍に設定され、より好ましくは１０～１５質量倍に設定される。上記下限未満では、
熱分解ガスを改質するために必要な熱量を供給できない。一方、上記上限を超えては、ヒ
ートキャリア（７）の供給量が過剰になるばかりであり、そのため熱分解ガス改質器（２
）を必要以上に大きくしなければならず、また、ヒートキャリア（７）の加熱に余分な熱
量を必要とする。
【００４２】
バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）中の圧力の上限は、好ましくは１



(22) JP 6412261 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

０４．３３ｋＰａ、より好ましくは１０２．３３ｋＰａであり、下限は、好ましくは１０
０．３３ｋＰａ、より好ましくは１０１．２３ｋＰａである。上記上限を超えては、生成
した熱分解ガスが、バイオマス供給口（４）から逆流してバイオマス熱分解器（３）の外
部へと漏れることがある。一方、上記下限未満では、生成した熱分解ガスが、バイオマス
熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）、熱分解ガス導入管（９）におけるヒートキ
ャリア（７）の層内部に均一分散して通過せず、熱分解ガス及び同伴するタール等が十分
にガス化及び改質されないことがある。
【００４３】
上記のようにスチーム吹込み口（１１１、１１２、１１３）は、好ましくは、バイオマス
熱分解器（３）、熱分解ガス改質器（２）底部、及び、バイオマス熱分解器（３）と熱分
解ガス改質器（２）との間の熱分解ガス導入管（９）に設置される。バイオマス熱分解器
（３）に設置するに際しては、とりわけ、バイオマス熱分解器（３）の上部に設置するこ
とが好ましい。これにより、バイオマス熱分解器（３）中に導入したスチームとヒートキ
ャリア（７）との接触を、より効果的に実行することができ、かつ、該スチームと、バイ
オマスの熱分解により発生したガスとの接触時間をより長くとることができるばかりでは
なく、ヒートキャリア（７）との接触時間をも長くとることができる。そして、結果とし
て、熱分解ガス、及びヒートキャリアに付着したタール等のガス化及び改質を効率的に実
施することができる。図１においては、スチーム吹込み口は、熱分解ガス改質器（２）の
下部（１１２）、バイオマス熱分解器（３）の上部（１１１）、及び、熱分解ガス導入管
（９）（１１３）に、夫々、１個、合計３個設置されているが、これに限定されるもので
はない。スチーム吹込み口は、夫々の箇所に、複数個設置することもできる。供給するス
チームの温度は、特に限定されないが、好ましくは１３０～２００℃、より好ましくは約
１６０℃である。また、好ましくは５００～６００℃の過熱蒸気を使用することもできる
。例えば、より好ましい約１６０℃のスチームを供給するに際して、スチームの供給量は
、原料であるバイオマスの供給量とほぼ等量が供給されることが好ましい。ただし、スチ
ームの量は原料の水分量によって増減するので、上記に限定されるものではない。
【００４４】
バイオマス供給口（４）は、バイオマス熱分解器（３）に、効果的にバイオマスを供給し
得る位置に設置されていればよい。好ましくは、バイオマス熱分解器（３）の上方、即ち
、予熱器（１）からバイオマス熱分解器（３）にヒートキャリア（７）を落下させる配管
に設置されることが望ましい。これにより、バイオマスとヒートキャリア（７）との混合
を効率よく行うことができ、バイオマス熱分解器（３）内部での接触時間を適切に確保す
ることができて、バイオマスを十分に熱分解することができる。図１においては、バイオ
マス供給口（４）は、１個記載されているが、これに限定されることはない。バイオマス
供給口（４）は、好ましくは１個以上、より好ましくは１～５個、更に好ましくは１～３
個、更により好ましくは１又は２個設置することができる。バイオマス供給口（４）を複
数設置することにより、性状の異なるバイオマスを、夫々の供給口から、同時に供給する
こともできる。
【００４５】
バイオマス熱分解器（３）におけるバイオマスの滞留時間は、好ましくは５～６０分間、
より好ましくは１０～４０分間、更に好ましくは１５～３５分間である。上記下限未満で
は、バイオマスに均一に熱が伝わらず、均一な熱分解が行なわれないことから熱分解ガス
の発生量が低減する。一方、上記上限を超えても、著しい効果の増大は認められず、却っ
て、設備コストの増加を招く。ここで、バイオマス熱分解器（３）におけるバイオマスの
滞留時間は、ヒートキャリア（７）の移動速度とバイオマス供給量とから適切に調節され
得る。また、熱分解ガス改質器（２）におけるガスの滞留時間は、好ましくは１～１０秒
、より好ましくは２～５秒である。熱分解ガス改質器（２）におけるガスの滞留時間は、
ヒートキャリア（７）の移動速度及び充填量、スチーム供給量並びに予定される熱分解ガ
ス量とから設定し得る。従来のように、熱分解ガス改質器とバイオマス熱分解器とを、上
下直列に接続すると、夫々の容器における滞留時間、即ち、バイオマス熱分解器における
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バイオマス熱分解のための滞留時間及び熱分解ガス中のタールの分解のための滞留時間、
並びに、熱分解ガス改質器における熱分解ガスとスチームとの改質反応に必要な滞留時間
を、夫々個別にコントロールすることが不可能であった。しかし、本発明のように、熱分
解ガス改質器（２）とバイオマス熱分解器（３）とを、並列に配置することにより、夫々
の容器における滞留時間を夫々独立してコントロールすることができることから、新たな
エネルギーを消費することなく、夫々の容器（２，３）内部の温度を夫々独立してコント
ロールすることが可能になった。
【００４６】
上記のようにして、バイオマス熱分解器（３）を通過したヒートキャリア（７）は、バイ
オマスの熱分解残渣（チャー）、及び、ヒートキャリア（７）に付着した熱分解されない
で残った微量のタール及び煤塵等と一緒に、バイオマス熱分解器（３）の底部から排出さ
れる。排出されたヒートキャリア（７）を含む排出物の処理は、図１に示すように排出物
処理装置（５）においてチャーを分離する等の従来公知の方法によって実施される。例え
ば、上記の特許文献４及び５に記載されている方法及び装置を採用することができる。一
方、熱分解ガス改質器（２）を通過したヒートキャリア（７）は、ヒートキャリア（７）
に付着した微量のタール及び煤塵等と一緒に、熱分解ガス改質器（２）の底部から排出さ
れる。排出されたヒートキャリア（７）を含む排出物の処理は、バイオマス熱分解器（３
）の底部から排出されたヒートキャリア（７）と混合され又は混合されずして、従来公知
の方法によって実施される。例えば、上記と同様に特許文献４及び５に記載されている方
法及び装置を採用することができる。このようにして処理されたヒートキャリア（７）は
、再度、予熱器(１)に戻されてバイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）に
供給される。
【００４７】
図２は、バイオマス熱分解器（３）と熱分解ガス改質器（２）との両方に、予め加熱され
た複数の粒状物及び／又は塊状物（７）、即ち、熱担持媒体（ヒートキャリア）を投入す
る第一の装置構成を備える、本発明のバイオマスのガス化装置の別の一実施態様を示した
概略図である。該バイオマスのガス化装置においては、複数の粒状物及び／又は塊状物（
７）を予め加熱するための予熱器（１１、１２）が、バイオマス熱分解器（３）及び熱分
解ガス改質器（２）の上部に夫々１器ずつ備えられている。その他の装置構成は、図１に
示したバイオマスのガス化装置と同一である。
【００４８】
複数の粒状物及び／又は塊状物（７）、即ち、ヒートキャリアは、バイオマス熱分解器（
３）及び熱分解ガス改質器（２）に導入される前に、バイオマス熱分解器（３）及び熱分
解ガス改質器（２）の夫々の上部に備えられた予熱器（１２）及び（１１）において、予
め別々に加熱される。バイオマス熱分解器（３）の上部に備えられた予熱器（１２）にお
いて、ヒートキャリア（７）は、好ましくは７００～８００℃、より好ましくは７５０～
８００℃に加熱される。上記下限未満では、バイオマスを、バイオマス熱分解器（３）に
おいて十分に熱分解することができないことがある。上記上限を超えても、上記の図１の
説明において既に述べたように、バイオマス熱分解器（３）に吹き込むスチーム量等を変
化させて、適正温度にコントロールしてバイオマスの熱分解を効率的に実施することがで
きる。しかし、予熱器（１）を２器にした場合には、ヒートキャリア（７）の温度を上記
上限以下とすることにより、より熱効率を高めることが好ましい。一方、熱分解ガス改質
器（２）の上部に備えられた予熱器（１１）においては、ヒートキャリア（７）は、好ま
しくは１，０００～１，１００℃、より好ましくは１，０５０～１，１００℃に加熱され
る。上記下限未満では、バイオマスの熱分解により発生したガスを、熱分解ガス改質器（
２）において十分に改質することができないことがある。また、上記上限を超えては、余
分な熱を与えるばかりで著しい効果の増大は期待できず、却ってコスト高を招くばかりで
ある。また、設備の熱効率低下の原因にもなる。
【００４９】
図４は、バイオマス熱分解器（３）と熱分解ガス改質器（２）との間に備えられた熱分解
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ガス導入管（９）のいくつかの異なる実施態様（Ｉ，ＩＩ，ＩＩＩ，ＩＶ，Ｖ，ＶＩ，Ｖ
ＩＩ，ＶＩＩＩ，ＩＸ，Ｘ）を示した概略図である。図４は、熱分解ガス導入管（９）の
長手方向の断面（熱分解ガスの流れ方向に沿う断面）を示したものである。また、図４中
、（ｇ）は熱分解ガスの流れ方向を模式的に示したものである。図４において、向かって
右側がバイオマス熱分解器（３）であり（図４中、３と表示している。）、左側が熱分解
ガス改質器（２）である（図４中、２と表示している。）。また、熱分解ガス導入管（９
）内のヒートキャリア（７）のみを着色して模式的に示しており、バイオマス熱分解器（
３）及び熱分解ガス改質器（２）内のヒートキャリア（７）は表示していない。また、図
４には示していないが、熱分解ガス導入管（９）は、その内部底面が、上方に向かって突
出していない、平面のものであっても構わない。図４に示された全ての熱分解ガス導入管
（９）は、本発明のバイオマスの熱分解装置、例えば、図１及び図２に示したバイオマス
の熱分解装置に使用し得るものである。即ち、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス
改質器（２）の両側において、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）内
に夫々形成される、ヒートキャリア（７）層の上面（１３）より下方のバイオマス熱分解
器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の側面に備えられており、かつ、該熱分解ガス導入
管（９）が、重力方向に対して略水平に備えられ、かつ、熱分解ガス導入管（９）の内部
底面が、上方に向かって突出した構造を有しているものである。図４の（Ｉ）及び（ＶＩ
）に示した熱分解ガス導入管（９）は、その内部底面が上方に向かって突出しているもの
であり、その突出部分の高さ（ｈ）は、熱分解ガス導入管（９）のガス取り入れ口（ガス
入口）及びガス導入口（ガス出口）の垂直方向の幅（高さ）（ｈ１，ｈ２）より低い。従
って、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の双方から侵入したヒート
キャリア（７）は、その突出部分の上方で合流することになる。しかし、ヒートキャリア
（７）は、粒状物及び／又は塊状物であることから、水や油のような液体とは異なり、容
易に混ざり合うものではない。従って、バイオマス熱分解器（３）から熱分解ガス導入管
（９）内に侵入したヒートキャリア（７）が熱分解ガス改質器（２）内部に侵入すること
はない。また、その逆に、熱分解ガス改質器（２）から熱分解ガス導入管（９）内に侵入
したヒートキャリア（７）がバイオマス熱分解器（３）内部に侵入することもない。但し
、相当の長期間に亘って、バイオマスの熱分解装置の操業を継続すると稀には混入するこ
とが予想される。それを確実に回避するためには、熱分解ガス導入管（９）を、図４の（
ＩＩ）、（ＩＩＩ）及び（ＩＶ）並びに（ＶＩＩ）、（ＶＩＩＩ）及び（ＩＸ）に示した
構造にすることが好ましい。即ち、熱分解ガス導入管（９）の内部底面の突出部分の高さ
（ｈ）が、熱分解ガス導入管（９）のガス取り入れ口及び導入口の垂直方向の幅（高さ）
（ｈ１，ｈ２）と同一である構造（ＩＩ，ＶＩＩ）、又はそれより高い構造（ＩＩＩ，Ｉ
Ｖ，ＶＩＩＩ，ＩＸ）である。より好ましくは、上記の突出部分の高さ（ｈ）が、熱分解
ガス導入管（９）のガス取り入れ口及び導入口の垂直方向の幅（高さ）（ｈ１，ｈ２）よ
り高い構造（ＩＩＩ，ＩＶ，ＶＩＩＩ，ＩＸ）である。このような構造を採用すれば、ヒ
ートキャリア（７）の混合をより確実に防止することができる。また、図４の（Ｉ）及び
（ＩＩ）のように突出部分が、熱分解ガス導入管（９）の底面から垂直に伸びるような構
造である場合には、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の双方から侵
入したヒートキャリア（７）同士が合流する箇所、又は、ヒートキャリア（７）が突出部
分に接触する箇所において、夫々から侵入したヒートキャリア（７）が停滞することがあ
る。従って、この停滞を回避するために、図４の（ＩＩＩ）、（ＩＶ）、（ＶＩ）、（Ｖ
ＩＩ）、（ＶＩＩＩ）及び（ＩＸ）のように突出部分が、傾斜角度（θ）を有する構造と
することが好ましい。より好ましくは、図４の（ＶＩＩ）、（ＶＩＩＩ）及び（ＩＸ）の
構造である。例えば、図４の（ＩＩＩ）のように２段階で傾斜角度（θ）を備える構造は
、同一の傾斜角度（θ）を有する図４の（ＶＩＩＩ）の構造と比較して、上記の停滞を回
避する作用に劣ることがある。従って、図４の左列に示されているような段階的に突出す
る形状の突出部においては、その段階の数を増やすことがより好ましい。該傾斜角度（θ
）は、好ましくは５～４５度、より好ましくは１０～３０度、更に好ましくは１５～２５
度である。また、図４の（ＩＶ）及び（ＩＸ）に示す熱分解ガス導入管（９）のように、
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その構造は基本的には水平配管であるが、（ＩＶ）のように配管の内部上面に凹部を設け
たり、また、（ＩＸ）のように配管の内部上面に傾斜を設けた凹部を設けた構造とするこ
ともできる。また、熱分解ガス導入管（９）のガス取り入れ口及びガス導入口の垂直方向
の幅（高さ）（ｈ１，ｈ２）は、互いに同一であっても異なっていてもよい。傾斜角度（
θ）も、バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器の両側において、互いに同一であって
も異なっていてもよい。また、図４の（Ｖ）及び（Ｘ）に示したように、熱分解ガス導入
管（９）の上部に空間部（ガス溜まり）を設けない構造とすることも可能である。この場
合には、バイオマス熱分解器（３）において発生したガスは、熱分解ガス導入管（９）の
内部に存在するヒートキャリア（７）層の空隙を通過して、熱分解ガス改質器（２）へと
導入されることになる。該構造の熱分解ガス導入管（９）においても、本発明のバイオマ
スのガス化装置の連続操業を十分に達成することができる。但し、相当長時間の連続操業
を行うためには、安全性の観点から、上部に空間部（ガス溜まり）を設けた熱分解ガス導
入管（９）、例えば、図４の（Ｉ）、（ＩＩ）、（ＩＩＩ）、（ＩＶ）、（ＶＩ）、（Ｖ
ＩＩ）、（ＶＩＩＩ）及び（ＩＸ）を使用することが好ましい。図４に示された熱分解ガ
ス導入管（９）は例示であって、これに限定されるものではない。また、熱分解ガス導入
管（９）の長手方向に垂直な断面（熱分解ガスの流れ方向に対して垂直な断面）の外形は
、上記の通りであり、好ましくは略円形又は略多角形であり、より好ましくは略四角形で
ある。また、該熱分解ガス導入管の内径、即ち、ガス取り入れ口の垂直方向の幅（高さ）
（ｈ１）及びガス導入口の垂直方向の幅（高さ）（ｈ２）は、ヒートキャリア（７）が熱
分解ガス導入管内に容易に流入しかつ流出し得るものであれば特に制限はなく、好ましく
は、ヒートキャリア（７）の寸法（最大径）の８～５０倍、より好ましくは１０～４０倍
、更に好ましくは１０～３０倍である。
【００５０】
また、本発明のガス化装置（第二の装置構成）は、バイオマス供給口、並びに、非酸化性
ガス供給口及び／又はスチーム吹込み口を備えるバイオマス熱分解器と、スチーム吹込み
口及び改質ガス排出口を備える熱分解ガス改質器と、上記バイオマス熱分解器において発
生した熱分解ガスを上記熱分解ガス改質器へと導入する、上記バイオマス熱分解器と上記
熱分解ガス改質器との間に備えられた熱分解ガス導入管とを備え、かつ、上記バイオマス
熱分解器が、更に、予め加熱された複数の粒状物及び／又は塊状物、即ち、熱担持媒体（
ヒートキャリア）の導入口及び排出口を備え、また、上記熱分解ガス改質器が、更に、そ
の外側に予め加熱されたガス状又は液体状熱媒体の流路を備える。そして、予め加熱され
た複数の粒状物及び／又は塊状物が、バイオマス熱分解器に導入されて、該複数の粒状物
及び／又は塊状物の持つ熱により、バイオマスの熱分解が実行され、一方、予め加熱され
たガス状又は液体状熱媒体が、熱分解ガス改質器の外側に備えられたガス状又は液体状熱
媒体の流路に導入されて、該熱媒体の持つ熱により、バイオマスの熱分解により発生した
熱分解ガスの改質が実行される。このように、本発明のガス化装置においては、バイオマ
ス熱分解器内でのバイオマスの熱分解と、熱分解ガス改質器内での熱分解ガスの改質とが
、予め加熱された複数の粒状物及び／又は塊状物と、予め加熱されたガス状又は液体状熱
媒体とで、夫々別個に実行されることから、夫々の温度を別個にコントロールすることが
できる。
【００５１】
本発明のガス化装置においては、熱分解ガス導入管は、バイオマス熱分解器側において、
バイオマス熱分解器内に形成される、複数の粒状物及び／又は塊状物層、即ち、ヒートキ
ャリア層の上面より下方のバイオマス熱分解器側面に備えられている。即ち、バイオマス
熱分解器側において、バイオマス熱分解器中に形成される、複数の粒状物及び／又は塊状
物から成る層中に熱分解ガス導入管のガス取り入れ口（ガス入口）が備えられる。そして
、該熱分解ガス導入管を通過して、バイオマス熱分解器において発生した熱分解ガスが、
熱分解ガス改質器へと導入されるのである。このように、熱分解ガス導入管の熱分解ガス
の取り入れ口が、複数の粒状物及び／又は塊状物から成る層中に設けられていることから
、バイオマス熱分解器中に存在する複数の粒状物及び／又は塊状物の一部が、該熱分解ガ
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ス導入管の内部へと侵入することができて、該熱分解ガス導入管が、その内部に複数の粒
状物及び／又は塊状物を保有し得るのである。
【００５２】
加えて、上記熱分解ガス導入管は、好ましくは、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器
との間のバイオマス熱分解器側において、重力方向に対して略水平に備えられており、次
いで、熱分解ガス改質器側に向かって、上方に立ち上がった構造を有している。このよう
に、熱分解ガス導入管が、バイオマス熱分解器側において、重力方向に対して略水平に備
えられていることから、複数の粒状物及び／又は塊状物が、熱分解ガス導入管内部に侵入
し易くなり、かつ、熱分解ガス導入管内部に保有された複数の粒状物及び／又は塊状物は
、バイオマス熱分解器中を、上から下へと重力により移動する複数の粒状物及び／又は塊
状物の流れに伴って、上から下へと移動している複数の粒状物及び／又は塊状物と、連続
的に徐々に入れ替わることができる。そして、それにより、熱分解ガス導入管内部に保有
された複数の粒状物及び／又は塊状物は、新しい状態を保ち得るのである。一方、熱分解
ガス導入管は、上記の水平配管の下流、即ち、熱分解ガス改質器側において、熱分解ガス
改質器側に向かって、上方に立ち上がった構造を有していることから、バイオマス熱分解
器から熱分解ガス導入管中に流入した複数の粒状物及び／又は塊状物が、熱分解ガス改質
器中に混入することを回避し得る。このように、熱分解ガス導入管内部に複数の粒状物及
び／又は塊状物が保有されていることから、そこを通過して熱分解ガス改質器へと導入さ
れる熱分解ガス中に含まれるタール及び煤塵等は、該複数の粒状物及び／又は塊状物と接
触されて捕捉されるのである。そして、捕捉されたタールの一部分又は大部分は、ここで
、複数の粒状物及び／又は塊状物の持つ熱により熱分解されてガス化され、好ましくは、
更に改質される。また、ガス化されずに残存したタール及び煤塵等は、複数の粒状物及び
／又は塊状物に付着したまま、バイオマス熱分解器底部から排出される。これにより、効
果的にタール及び煤塵等を熱分解ガスから除去することが可能となるのである。
【００５３】
上記熱分解ガス導入管は、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質器との間の熱分解ガス改
質器側において、バイオマス熱分解器側から伸びる水平配管が、熱分解ガス改質器に向か
って、上方に立ち上がった構造を有していればよい。該立ち上がり角度に特に制限はなく
、０度（水平）を超え９０度以下である。例えば、略直角に上方に立ち上がり、熱分解ガ
ス改質器の底部に接続するような形態でもよく、また、水平から僅かに立ち上がって、熱
分解ガス改質器の側面又は底部に接続されていてもよい。該立ち上がりの角度は、好まし
くは水平から５度以上、より好ましくは水平から１０度以上、更に好ましくは水平から１
５度以上である。ここで、該立ち上がりの角度が大きいとき、例えば、水平から４５度を
超えるときには、該立ち上がり部の水平配管底部に、バイオマス熱分解器側から熱分解ガ
ス改質器側に向かって、好ましくは５～４５度、より好ましくは１０～３０度、更に好ま
しくは１５～２５度の傾斜角度（θ）を持つ突出部を備えることが好ましい。これにより
、熱分解ガス導入管内に侵入している、複数の粒状物及び／又は塊状物の入れ替わりを促
進し、かつ、立ち上がり部での複数の粒状物及び／又は塊状物の停滞を回避することがで
きる。該熱分解ガス導入管において、その長手方向に垂直な断面、即ち、熱分解ガスの流
れ方向に対して垂直な断面の外形は、好ましくは略円形又は略多角形であり、より好まし
くは略円形である。また、該熱分解ガス導入管は、バイオマス熱分解器と熱分解ガス改質
器との間に、好ましくは１～３本、より好ましくは１又は２本備えられている。また、本
発明のガス化装置（第二の装置構成）においても、熱分解ガス導入管として、上記の第一
の装置構成において使用する熱分解ガス導入管、即ち、重力方向に略水平に備えられ、か
つ、内部底面が上方に向かって突出している熱分解ガス導入管を使用することもできる。
例えば、図４に示された熱分解ガス導入管（ＩＩ，ＩＩＩ，ＩＶ，ＶＩＩ，ＶＩＩＩ，Ｉ
Ｘ）を使用することができる。好ましくは、図４に示された熱分解ガス導入管（ＩＩＩ，
ＩＶ，ＶＩＩＩ，ＩＸ）を使用することができる。該熱分解ガス導入管は、水平かつ内部
底面が上方に向かって突出していることから、バイオマス熱分解器から侵入した複数の粒
状物及び／又は塊状物が熱分解ガス改質器に侵入することを効果的に回避することができ
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る。但し、長期間操業においては、複数の粒状物及び／又は塊状物が熱分解ガス改質器に
侵入することがあるため、熱分解ガス導入管の突出部より熱分解ガス改質器側の該導入管
底部、又は、熱分解ガス改質器内部に、複数の粒状物及び／又は塊状物のたまり部（捕集
部）を設けて、必要なら定期的にたまった粒状物及び／又は塊状物を抜き出すことが好ま
しい。
【００５４】
本発明のガス化装置においては、バイオマス熱分解器の上部に、複数の粒状物及び／又は
塊状物を予め加熱するための予熱器が備えられる。これにより、該複数の粒状物及び／又
は塊状物が所定の温度に加熱される。また、バイオマス熱分解器の上方（上部）、好まし
くは頂部に、複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口が備えられ、一方、バイオマス熱分
解器の下方（下部）、好ましくは底部に、複数の粒状物及び／又は塊状物の排出口が備え
られる。複数の粒状物及び／又は塊状物の導入口及び排出口は、例えば、配管の上下に１
個ずつ合計２個のバルブを備えた、いわゆる２段式バルブ方式が使用される。但し、該導
入及び抜出し方式は、一例であり、この方式に限定されるものではない。また、上記のた
まり部（捕集部）においても同様の方式により抜き出すことができる。一方、熱分解ガス
改質器は、その外側に予め加熱されたガス状又は液体状熱媒体の流路を備えている。該熱
分解ガス改質器は、通常の熱交換器型の熱分解ガス改質器であってよく、多重管式又は二
重管式のいずれであってもよい。
【００５５】
図３は、バイオマス熱分解器のみに、予め加熱された複数の粒状物及び／又は塊状物を投
入する第二の装置構成を備える、本発明のバイオマスのガス化装置の一実施態様を示した
概略図である。該バイオマスのガス化装置においては、予め加熱された複数の粒状物及び
／又は塊状物（７）、即ち、ヒートキャリアの持つ熱によりバイオマスの熱分解を実行す
るバイオマス熱分解器（３）と、予め加熱されたガス状又は液体状熱媒体の持つ熱により
、バイオマスの熱分解により発生した熱分解ガスの改質を実行する熱交換器型の熱分解ガ
ス改質器（２）とが備えられている。そして、複数の粒状物及び／又は塊状物（７）を予
め加熱するための予熱器（１）が、バイオマス熱分解器（３）の上部に備えられている。
また、熱分解ガス導入管（９）が、バイオマス熱分解器（３）と熱分解ガス改質器（２）
との間１本に備えられており、これにより、バイオマス熱分解器（３）において発生した
熱分解ガスが、熱分解ガス改質器（２）へと導入される。ここで、熱分解ガス導入管（９
）は、バイオマス熱分解器（３）側において、バイオマス熱分解器（３）内に形成される
、複数の粒状物及び／又は塊状物（７）層の上面（１３）より下方のバイオマス熱分解器
（３）の側面に備えられている。即ち、熱分解ガス導入管（９）のバイオマス熱分解器（
３）側ガス取り入れ口（ガス入口）（９－３）が、複数の粒状物及び／又は塊状物（７）
層中に設けられている。一方、熱分解ガス改質器（２）側においては、熱分解ガス導入管
（９）は、熱分解ガス改質器（２）の底部に接続されている。また、熱分解ガス導入管（
９）は、バイオマス熱分解器（３）側において重力方向に対して略水平に備えられており
、その下流側において熱分解ガス改質器（２）に向かって略垂直に立ち上がっている。ま
た、該立ち上がり部分の水平配管の底部には、バイオマス熱分解器（３）側から熱分解ガ
ス改質器（２）側に向かって、水平配管の底部から略２５度の傾斜角度（θ）を有する突
出部が備えられている。
【００５６】
複数の粒状物及び／又は塊状物（７）、即ち、ヒートキャリアは、バイオマス熱分解器（
３）に導入される前に、バイオマス熱分解器（３）の上部に備えられた予熱器（１）にお
いて、予め加熱される。バイオマス熱分解器（３）の上部に備えられた予熱器（１）にお
いて、ヒートキャリア（７）は、好ましくは７００～８００℃、より好ましくは７５０～
８００℃に加熱される。上記下限未満では、バイオマスを、バイオマス熱分解器（３）に
おいて十分に熱分解することができないことがある。上記上限を超えても、上記の図１の
説明において既に述べたように、バイオマス熱分解器（３）に吹き込むスチーム量等を変
化させて、適正温度にコントロールしてバイオマスの熱分解を効率的に実施することがで
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きる。しかし、ヒートキャリア（７）の温度を上記上限以下とすることにより、より熱効
率を高めることが好ましい。
【００５７】
図３において、熱分解ガス改質器（２）は、いわゆる熱交換器型の熱分解ガス改質器であ
る。熱分解ガス導入管（９）より導入された熱分解ガスは、スチーム吹込み口（１１２）
から更に導入されたスチームと混合されて、熱交換器型の熱分解ガス改質器（２）の外套
を通過する熱媒体、例えば、高温熱風と熱交換されて改質される。熱交換器型の熱分解ガ
ス改質器（２）内における気相温度、圧力等の条件は、図１で示した装置と同様である。
ここで、熱交換器型の熱分解ガス改質器（２）の気相温度とは、熱分解ガス改質器（２）
内上部の改質ガス排出口（８）近傍の気相温度を言う。該気相温度は、バイオマス熱分解
器（３）から供給される熱分解ガスの量に対して、スチーム吹込み口（１１２、１１３）
から導入されるスチーム供給量、並びに、熱分解ガス改質器（２）の外套を通過する熱媒
体の温度及び流量を適宜変更することにより、コントロールすることができる。
【００５８】
以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例により限定さ
れるものではない。
【実施例】
【００５９】
（実施例１）
実施例１において使用したバイオマス原料、並びに、該バイオマス原料の熱分解及びガス
改質に使用したガス化装置は、下記の通りである。
【００６０】
バイオマス原料としては、建設系廃木材を使用した。該廃木材を粉砕して使用した。粉砕
後の廃木材の大きさは、おが粉程度の寸法であり、最大寸法が２～６ｍｍ程度のものであ
った。該廃木材の性状を表１に示す。
【００６１】
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【表１】

【００６２】
表１の各値に関して、
水分は、ＪＩＳ Ｚ ７３０２-３：２００９に準拠し、
灰分は、ＪＩＳ Ｚ ７３０２-４：２００９に準拠し、
揮発分は、ＪＩＳ Ｍ ８８１２－７：２００６に準拠し、かつ、
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高位発熱量は、ＪＩＳ Ｚ ７３０２-２：１９９９に準拠して測定したものである。
また、元素組成のうち、炭素（Ｃ）、水素（Ｈ）及び窒素（Ｎ）は、いずれもＪＩＳ　Ｚ
　７３０２-８：２００２に準拠し、
硫黄（Ｓ）は、ＪＩＳ　Ｚ　７３０２‐７：２００２に準拠し、かつ、
塩素（Ｃｌ）は、ＪＩＳ　Ｚ　７３０２‐６：１９９９に準拠して測定したものである。
また、酸素（Ｏ）は、１００質量％から、Ｃ、Ｈ、Ｎ、Ｓ、Ｃｌ及び灰分の各質量％を差
し引いて求めたものである。
ここで、灰分、揮発分、固定炭素及び元素組成は、いずれも乾燥基準で算出したものであ
る。また、水分は、バイオマス原料の受け入れ時のものである。
【００６３】
バイオマス原料の熱分解及び発生した熱分解ガスの改質に使用したガス化装置としては、
図１に示したものを使用した。該ガス化装置は、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガ
ス改質器（２）を、ヒートキャリア（７）の流れに対して並列に配置した装置構成を有す
るものであった。バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の上部に予熱器
（１）を１器備えており、該予熱器（１）において、バイオマス熱分解器（３）及び熱分
解ガス改質器（２）の両者に供給するヒートキャリア（７）を、一括して予め加熱するも
のであった。バイオマス熱分解器（３）の内径は約１８０ｍｍであり、高さは約１，００
０ｍｍであり、内容積は約２５リットルであった。また、熱分解ガス改質器（２）の内径
は約１８０ｍｍであり、高さは約２，３５０ｍｍであり、内容積は約６０リットルであっ
た。また、熱分解ガス導入管（９）としては、図４の（ＶＩＩＩ）に示す構造のものを使
用した。ここで、突出部の傾斜の角度（θ）は、両側共に２５度であった。熱分解ガス導
入管（９）は、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の両側において、
バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）内に夫々形成される、ヒートキャ
リア（７）層の上面（１３）より下方のバイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器
（２）の側面に備えられていた。また、熱分解ガス導入管（９）は、重力方向に対して略
水平に備えられていた。該熱分解ガス導入管（９）の長さは約５００ｍｍであり、長手方
向に垂直な断面、即ち、熱分解ガスの流れ方向に対して垂直な断面の外形は、一辺１８０
ｍｍの略正方形であり、熱分解ガス導入管のガス取り入れ口の垂直方向の幅（高さ）（ｈ

１）及びガス導入口の垂直方向の幅（高さ）（ｈ２）は、いずれも１５０ｍｍであった。
ヒートキャリア（７）としては、直径（最大径）１０～１２ｍｍの略球形のアルミナ製ボ
ールを使用した。
【００６４】
バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）、並びに、予熱器（１）内部に、
ヒートキャリア（７）を予め夫々の容器の７０％程度の高さまで充填し、次いで、該ヒー
トキャリア（７）を、予熱器（１）において略５００℃の温度に加熱した。次いで、該ヒ
ートキャリア（７）を、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の頂部か
ら夫々３０キログラム／時間の量で別個に導入し、かつ、バイオマス熱分解器（３）及び
熱分解ガス改質器（２）の底部から夫々別個に適量を抜出し、ヒートキャリア（７）の循
環を開始した。該ヒートキャリア（７）の循環により、バイオマス熱分解器（３）及び熱
分解ガス改質器（２）内部の気相温度及び容器自体の温度が徐々に上昇した。このような
ヒートキャリア（７）の循環を継続しながら、同時に、予熱器（１）内部のヒートキャリ
ア（７）温度を１，０５０℃まで徐々に昇温した。ヒートキャリア（７）が該温度に達し
た後、更に、循環を継続して、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）内
部の気相温度を徐々に上昇させ、バイオマス熱分解器（３）の気相温度が６００℃を超え
るころから、バイオマス供給口（４）、非酸化性ガス供給口（１２）及びスチーム吹込み
口（１１１）からバイオマス熱分解器（３）に、夫々、バイオマス原料、窒素ガス及びス
チームを導入し、バイオマス熱分解器（３）の温度が６００℃になるようにコントロール
した。一方、熱分解ガス改質器（２）の気相温度は、９５０℃になるように、更に、スチ
ーム吹込み口（１１２）からスチームを導入してコントロールした。このとき、ヒートキ
ャリア（７）は、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）において、いず
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れも層状に堆積しており、その堆積量は、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質
器（２）の夫々の内容積の約６０体積％であった。バイオマス熱分解器（３）及び熱分解
ガス改質器（２）からのヒートキャリア（７）の抜出し量は、いずれも供給量と同一であ
り、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）において、夫々３０キログラ
ム／時間であった。また、抜出し時のヒートキャリア（７）の温度は、いずれも４００℃
であった。但し。バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）からのヒートキ
ャリア（７）の抜出し量は、それぞれの温度状況に応じて個別にコントロールすることも
可能である。
【００６５】
上記の操作において、バイオマス原料としての建設系廃木材を、定量フィーダーを使用し
て、バイオマス供給口（４）からバイオマス熱分解器（３）に、徐々に供給量を増やしつ
つ、最終的に約４キログラム／時間（乾燥基準）になるように連続的に導入した。バイオ
マス熱分解器（３）の温度は、バイオマス原料の導入に伴って徐々に低下したが、同時に
、窒素ガス及び過熱蒸気を、その供給量を調節しながらバイオマス熱分解器（３）に導入
することによって、バイオマス熱分解器（３）の温度を６００℃に保持した。また、バイ
オマス熱分解器（３）内の圧力を１０１．３ｋＰａに保持した。ここで、窒素ガスは、バ
イオマス熱分解器（３）の上部に設けられた非酸化性ガス供給口（１２）から、最終的に
６０リットル／時間の一定量で導入された。また、スチームとしては、過熱蒸気（１６０
℃、０．６ＭＰａ）が使用され、バイオマス熱分解器（３）の上部に設けられたスチーム
吹込み口（１１１）から、最終的に２キログラム／時間の一定量で導入された。バイオマ
ス熱分解器（３）におけるバイオマス原料の滞留時間は、約１時間であった。これにより
、バイオマス熱分解器（３）において熱分解により生じたガスが５．２キログラム／時間
で得られた。また、チャーが０．８キログラム／時間で熱分解残渣（チャー）排出口（６
）から排出された。
【００６６】
バイオマス熱分解器（３）において得られた熱分解ガスは、続いて、バイオマス熱分解器
（３）下部から熱分解ガス導入管（９）を通過して、上記温度に保持された熱分解ガス改
質器（２）に導入された。熱分解ガスの導入当初は、バイオマス熱分解器（３）内の温度
は不安定となるが、熱分解ガス改質器（２）下部に設けられたスチーム吹込み口（１１２

）から、更に、過熱蒸気（１６０℃、０．６ＭＰａ）を、その量を調節しながら導入する
ことにより、温度９５０℃になるように調節した。この時、熱分解ガス改質器（２）は、
圧力１０１．３ｋＰａに保持されていた。熱分解ガス改質器（２）下部に設けられたスチ
ーム吹込み口（１１２）からの過熱蒸気は、最終的に２キログラム／時間の一定量で導入
された。
【００６７】
上記操作により、バイオマス熱分解器（３）が温度６００℃及び圧力１０１．３ｋＰａに
保持され、かつ、熱分解ガス改質器（２）が温度９５０℃及び圧力１０１．３ｋＰａに保
持された。これにより、温度９５０℃の改質ガスが７．２キログラム／時間の量で改質ガ
ス出口（８）から得られた。
【００６８】
得られた改質ガスをゴム製バッグに捕集し、ガスクロマトグラフィー［島津製作所製ＧＣ
－１４Ａ（商標）］によりガス組成を測定した。表２には、得られた改質ガスの組成を示
した。また、該操業を３日間連続して実施することができた。該操業期間中、トラブル、
とりわけ、タールに起因するトラブルのない良好な連続運転を維持することができた。ま
た、操業期間中、熱分解ガス導入管（９）内でヒートキャリア（７）がタール等により閉
塞するというトラブルを生ずることもなく、バイオマス熱分解器（３）から熱分解ガス改
質器（２）への熱分解ガスのスムーズな導入が維持された。また、熱分解ガス改質器（２
）出口（８）から取り出された改質ガス中のタール量は、約０．５ｇ／ｍ３－ｎｏｒｍａ
ｌであった。
【００６９】
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【表２】

【００７０】
（実施例２）
実施例２において使用したバイオマス原料、及び、該バイオマス原料の熱分解及びガス改
質に使用したガス化装置は、下記の通りである。
【００７１】
バイオマス原料としては、パームヤシ廃材を使用した。該廃材を粗粉砕して使用した。パ
ームヤシ廃材は、太さ約１～２ｍｍ、長さ約３～３０ｍｍの柔らかいひも状の木片が何本
も重なった形態を有しており、換言すれば、木綿糸がほつれたような形態であった。それ
を粗粉砕すると、糸玉（ファイバーボール）のような形状となり、その最大寸法は０～３
０ｍｍ程度であった。該廃材の性状を表３に示す。
【００７２】
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【表３】

【００７３】
表３の各値に関して、
水分は、ＪＩＳ Ｚ ７３０２-３：２００９に準拠し、
灰分は、ＪＩＳ Ｚ ７３０２-４：２００９に準拠し、
揮発分は、ＪＩＳ Ｍ ８８１２－７：２００６に準拠し、かつ、
高位発熱量は、ＪＩＳ Ｚ ７３０２-２：１９９９に準拠して測定したものである。
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また、元素組成のうち、炭素（Ｃ）、水素（Ｈ）及び窒素（Ｎ）は、いずれもＪＩＳ　Ｚ
　７３０２-８：２００２に準拠し、
硫黄（Ｓ）は、ＪＩＳ　Ｚ　７３０２‐７：２００２に準拠し、かつ、
塩素（Ｃｌ）は、ＪＩＳ　Ｚ　７３０２‐６：１９９９に準拠して測定したものである。
また、酸素（Ｏ）は、１００質量％から、Ｃ、Ｈ、Ｎ、Ｓ、Ｃｌ及び灰分の各質量％を差
し引いて求めたものである。
ここで、灰分、揮発分、固定炭素及び元素組成は、いずれも乾燥基準で算出したものであ
る。また、水分は、バイオマス原料の受け入れ時のものである。
【００７４】
バイオマス原料の熱分解及びガス改質に使用したガス化装置は、実施例１で使用したもの
と同一であり、図１に示したものを使用した。
【００７５】
実施例１と同一の条件及び操作方法により、熱分解ガス改質器（２）及びバイオマス熱分
解器（３）の温度を、夫々、９５０℃及び６００℃にした。また、抜出し時のヒートキャ
リア（７）の温度は、いずれも４００℃であった。
【００７６】
熱分解ガス改質器（２）及びバイオマス熱分解器（３）の温度を、上記所定値にコントロ
ールする操作において、バイオマス原料としてのパームヤシ廃材を、定量フィーダーを使
用して、バイオマス供給口（４）からバイオマス熱分解器（３）に、徐々に供給量を増や
しつつ、最終的に約５キログラム／時間（乾燥基準）になるように連続的に導入した。バ
イオマス熱分解器（３）の温度は、バイオマス原料の導入に伴って徐々に低下したが、同
時に、窒素ガス及び過熱蒸気を、その供給量を調節しながらバイオマス熱分解器（３）に
導入することによって、バイオマス熱分解器（３）の温度を６００℃に保持した。また、
バイオマス熱分解器（３）内の圧力を１０１．３ｋＰａに保持した。ここで、窒素ガスは
、バイオマス熱分解器（３）の上部に設けられた非酸化性ガス供給口（１２）から、最終
的に６リットル／時間の一定量で導入された。また、スチームとしては、過熱蒸気（１６
０℃、０．６ＭＰａ）が使用され、バイオマス熱分解器（３）の上部に設けられたスチー
ム吹込み口（１１１）から、最終的に２キログラム／時間の一定量で導入された。バイオ
マス熱分解器（３）におけるバイオマス原料の滞留時間は、約１時間であった。これによ
り、バイオマス熱分解器（３）において熱分解により生じたガスが６．１キログラム／時
間で得られた。また、チャーが０．９キログラム／時間で熱分解残渣（チャー）排出口（
６）から排出された。
【００７７】
バイオマス熱分解器（３）において得られた熱分解ガスは、続いて、バイオマス熱分解器
（３）下部から熱分解ガス導入管（９）を通過して、温度９５０℃及び圧力１０１．３ｋ
Ｐａに保持された熱分解ガス改質器（２）に導入された。熱分解ガスの導入当初は、バイ
オマス熱分解器（３）内の温度は不安定となるが、熱分解ガス改質器（２）下部に設けら
れたスチーム吹込み口（１１２）から、更に、過熱蒸気（１６０℃、０．６ＭＰａ）を、
その量を調節しながら導入することにより、温度９５０℃になるように調節した。この時
、熱分解ガス改質器（２）は、圧力１０１．３ｋＰａに保持されていた。熱分解ガス改質
器（２）下部に設けられたスチーム吹込み口（１１２）からの過熱蒸気は、最終的に３キ
ログラム／時間の一定量で導入された。
【００７８】
上記操作により、バイオマス熱分解器（３）が温度６００℃及び圧力１０１．３ｋＰａに
保持され、かつ、熱分解ガス改質器（２）が温度９５０℃及び圧力１０１．３ｋＰａに保
持された。これにより、温度９５０℃の改質ガスが９．１キログラム／時間の量で改質ガ
ス出口（８）から得られた。
【００７９】
得られた改質ガスをゴム製バッグに捕集し、ガスクロマトグラフィー［島津製作所製ＧＣ
－１４Ａ（商標）］によりガス組成を測定した。表４に得られた改質ガスの組成を示した
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。また、該操業を３日間連続して実施することができた。該操業期間中、トラブル、とり
わけ、タールに起因するトラブルのない良好な連続運転を維持することができた。また、
操業期間中、熱分解ガス導入管（９）内でヒートキャリア（７）がタール等により閉塞す
るというトラブルを生ずることもなく、バイオマス熱分解器（３）から熱分解ガス改質器
（２）への熱分解ガスのスムーズな導入が維持された。また、熱分解ガス改質器（２）出
口（８）から取り出された改質ガス中のタール量は、約０．５ｇ／ｍ３－ｎｏｒｍａｌで
あった。
【００８０】
【表４】

【００８１】
（実施例３）
使用したバイオマス原料は、実施例１において使用したものと同一である。また、バイオ
マス原料の熱分解及びガス改質に使用したガス化装置は、図２に示したものを使用した。
使用した装置は、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）を、ヒートキャ
リア（７）の流れに対して並列に配置した装置構成であった。バイオマス熱分解器（３）
及び熱分解ガス改質器（２）の上部に夫々１器ずつ予熱器（１２，１１）を備えており、
該予熱器（１２，１１）において、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２
）に供給するヒートキャリア（７）を、夫々別個に予め加熱するものである。その他、バ
イオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の寸法及び容量、熱分解ガス導入管
（９）の形状及び寸法、かつ、熱分解ガス導入管（９）が重力方向に対して略水平に備え
られていること、並びに、ヒートキャリア（７）の材質及び寸法、その他は、実施例１と
同一であった。
【００８２】
バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）、並びに、予熱器（１２，１１）
内部に、ヒートキャリア（７）を予め夫々の容器の７０％程度の高さまで充填し、次いで
、該ヒートキャリア（７）を、予熱器（１２，１１）において、夫々、略５００℃の温度
に予め加熱した。次いで、夫々のヒートキャリア（７）を、バイオマス熱分解器（３）及
び熱分解ガス改質器（２）の頂部から夫々３０キログラム／時間の量で別個に導入し、か
つ、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の底部から夫々別個に適量を



(36) JP 6412261 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

抜出し、ヒートキャリア（７）の循環を開始した。該ヒートキャリア（７）の循環により
、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）内部の気相温度及び容器自体の
温度が徐々に上昇した。このようなヒートキャリア（７）の循環を継続しながら、同時に
、予熱器（１２）内部のヒートキャリア（７）温度を８００℃まで徐々に昇温し、一方、
予熱器（１１）内部のヒートキャリア（７）温度を１，０５０℃まで徐々に昇温した。夫
々のヒートキャリア（７）が上記温度に達した後、更に、循環を継続して、バイオマス熱
分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）内部の気相温度を徐々に上昇させ、バイオマス
熱分解器（３）の気相温度が６００℃を超えるころから、バイオマス供給口（４）、非酸
化性ガス供給口（１２）及びスチーム吹込み口（１１１）からバイオマス熱分解器（３）
に、夫々、バイオマス原料、窒素ガス及びスチームを導入し、バイオマス熱分解器（３）
の温度が６００℃になるようにコントロールした。一方、熱分解ガス改質器（２）の気相
温度は、９５０℃になるように、更に、スチーム吹込み口（１１２）からスチームを導入
してコントロールした。このとき、ヒートキャリア（７）は、バイオマス熱分解器（３）
及び熱分解ガス改質器（２）において、いずれも層状に堆積しており、その堆積量は、バ
イオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の夫々の内容積の約６０体積％であ
った。バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）からのヒートキャリア（７
）の抜出し量は、いずれも供給量と同一であり、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガ
ス改質器（２）において、夫々３０キログラム／時間であった。また、抜出し時のヒート
キャリア（７）の温度は、いずれも４００℃であった。
【００８３】
上記の操作において、バイオマス原料としての建設系廃木材を、定量フィーダーを使用し
て、バイオマス供給口（４）からバイオマス熱分解器（３）に、徐々に供給量を増やしつ
つ、最終的に約４キログラム／時間（乾燥基準）になるように連続的に導入した。バイオ
マス熱分解器（３）の温度は、バイオマス原料の導入に伴って徐々に低下したが、同時に
、窒素ガス及び過熱蒸気を、その供給量を調節しながらバイオマス熱分解器（３）に導入
することによって、バイオマス熱分解器（３）の温度を６００℃に保持した。また、バイ
オマス熱分解器（３）内の圧力を１０１．３ｋＰａに保持した。ここで、窒素ガスは、バ
イオマス熱分解器（３）の上部に設けられた非酸化性ガス供給口（１２）から、最終的に
６０リットル／時間の一定量で導入された。また、スチームとしては、過熱蒸気（１６０
℃、０．６ＭＰａ）が使用され、バイオマス熱分解器（３）の上部に設けられたスチーム
吹込み口（１１１）から、最終的に２キログラム／時間の一定量で導入された。バイオマ
ス熱分解器（３）におけるバイオマス原料の滞留時間は、約１時間であった。これにより
、バイオマス熱分解器（３）において熱分解により生じたガスが５．２キログラム／時間
で得られた。また、チャーが０．８キログラム／時間で熱分解残渣（チャー）排出口（６
）から排出された。
【００８４】
バイオマス熱分解器（３）において得られた熱分解ガスは、続いて、バイオマス熱分解器
（３）下部から熱分解ガス導入管（９）を通過して、上記温度に保持された熱分解ガス改
質器（２）に導入された。熱分解ガスの導入当初は、熱分解ガス改質器（２）内の温度は
不安定となるが、熱分解ガス改質器（２）下部に設けられたスチーム吹込み口（１１２）
から、更に、過熱蒸気（１６０℃、０．６ＭＰａ）を、その量を調節しながら導入するこ
とにより、温度９５０℃になるように調節した。この時、熱分解ガス改質器（２）は、圧
力１０１．３ｋＰａに保持されていた。熱分解ガス改質器（２）下部に設けられたスチー
ム吹込み口（１１２）からの過熱蒸気は、最終的に２キログラム／時間の一定量で導入さ
れた。
【００８５】
上記操作により、バイオマス熱分解器（３）が温度６００℃及び圧力１０１．３ｋＰａに
保持され、かつ、熱分解ガス改質器（２）が温度９５０℃及び圧力１０１．３ｋＰａに保
持された。これにより、温度９５０℃の改質ガスが７．２キログラム／時間の量で改質ガ
ス出口（８）から得られた。
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【００８６】
得られた改質ガスをゴム製バッグに捕集し、ガスクロマトグラフィー［島津製作所製ＧＣ
－１４Ａ（商標）］によりガス組成を測定した。表５に得られた改質ガスの組成を示した
。また、該操業を３日間連続して実施することができた。該操業期間中、トラブル、とり
わけ、タールに起因するトラブルのない良好な連続運転を維持することができた。また、
操業期間中、熱分解ガス導入管（９）内でヒートキャリア（７）がタール等により閉塞す
るというトラブルを生ずることもなく、バイオマス熱分解器（３）から熱分解ガス改質器
（２）への熱分解ガスのスムーズな導入が維持された。また、熱分解ガス改質器（２）出
口（８）から取り出された改質ガス中のタール量は、約０．５ｇ／ｍ３－ｎｏｒｍａｌで
あった。
【００８７】
【表５】

【００８８】
（実施例４）
使用したバイオマス原料は、実施例１において使用したものと同一である。また、バイオ
マス原料の熱分解及びガス改質に使用したガス化装置は、図３に示したものを使用した。
使用した装置は、バイオマス熱分解器（３）において、ヒートキャリア（７）の持つ熱に
よりバイオマスを熱分解し、かつ、熱交換器型の熱分解ガス改質器（２）において、バイ
オマスの熱分解により発生したガスを、ガス状熱媒体、即ち、高温熱風により改質するも
のであった。また、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）の寸法及び容
量、並びに、ヒートキャリア（７）の材質及び寸法は、実施例１と同一である。熱分解ガ
ス導入管（９）は、バイオマス熱分解器（３）側において、バイオマス熱分解器（３）内
に形成されるヒートキャリア（７）層の上面（１３）より下方のバイオマス熱分解器（３
）の側面に備えられていた。一方、熱分解ガス改質器（２）側において熱分解ガス導入管
（９）は、熱分解ガス改質器（２）の底部に接続されていた。熱分解ガス導入管（９）は
、バイオマス熱分解器（３）側において重力方向に対して略水平に備えられており、その
下流側において熱分解ガス改質器（２）の底部に向かって略垂直に立ち上がっていた。ま
た、該立ち上がり部分の水平配管の底部には、バイオマス熱分解器（３）側から熱分解ガ
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ス改質器（２）側に向かって、水平配管の底部から略２５度の傾斜角度（θ）を有する突
出部が備えられていた。該熱分解ガス導入管（９）の長さは約１，０００ｍｍ（水平部分
：約５００ｍｍ、立ち上がり部分：約５００ｍｍ）であり、長手方向に垂直な断面、即ち
、熱分解ガスの流れ方向に対して垂直な断面の外形は、一辺１８０ｍｍの略正方形であっ
た。
【００８９】
バイオマス熱分解器（３）及び予熱器（１）内部に、ヒートキャリア（７）を予め夫々の
容器の７０％程度の高さまで充填し、次いで、該ヒートキャリア（７）を、予熱器（１）
において５００℃の温度に加熱した。次いで、該ヒートキャリア（７）を、バイオマス熱
分解器（３）の頂部から３０キログラム／時間の量で導入し、かつ、バイオマス熱分解器
（３）の底部から適量を抜出し、ヒートキャリア（７）の循環を開始した。該ヒートキャ
リア（７）の循環により、バイオマス熱分解器（３）内部の気相温度及び容器自体の温度
が徐々に上昇した。このようなヒートキャリア（７）の循環を継続しながら、同時に、予
熱器（１）内部のヒートキャリア（７）温度を８００℃まで徐々に昇温した。ヒートキャ
リア（７）が該温度に達した後、更に、循環を継続して、バイオマス熱分解器（３）内部
の気相温度を徐々に上昇させ、バイオマス熱分解器（３）の気相温度が６００℃を超える
ころから、バイオマス供給口（４）、非酸化性ガス供給口（１２）及びスチーム吹込み口
（１１１）からバイオマス熱分解器（３）に、夫々、バイオマス原料、窒素ガス及びスチ
ームを導入し、バイオマス熱分解器（３）の温度が６００℃になるようにコントロールし
た。一方、熱分解ガス改質器（２）には、その熱媒体入口（１０１）から１，２００℃の
高温熱風を約２ｍ３／時間の量で吹き込みながら、熱分解ガス改質器（２）の気相温度が
、９５０℃になるように、更に、スチーム吹込み口（１１２）からスチームを導入してコ
ントロールした。このとき、ヒートキャリア（７）は、バイオマス熱分解器（３）におい
て、層状に堆積しており、その堆積量は、バイオマス熱分解器（３）の内容積の約６０体
積％であった。バイオマス熱分解器（３）からのヒートキャリア（７）の抜出し量は、供
給量と同一であり、バイオマス熱分解器（３）において、３０キログラム／時間であった
。また、抜出し時のヒートキャリア（７）の温度は、４００℃であった。
【００９０】
上記の操作において、バイオマス原料としての建設系廃木材を、定量フィーダーを使用し
て、バイオマス供給口（４）からバイオマス熱分解器（３）に、徐々に供給量を増やしつ
つ、最終的に約４キログラム／時間（乾燥基準）になるように連続的に導入した。バイオ
マス熱分解器（３）の温度は、バイオマス原料の導入に伴って徐々に低下したが、同時に
、窒素ガス及び過熱蒸気を、その供給量を調節しながらバイオマス熱分解器（３）に導入
することによって、バイオマス熱分解器（３）の温度を６００℃に保持した。また、バイ
オマス熱分解器（３）内の圧力を１０１．３ｋＰａに保持した。ここで、窒素ガスは、バ
イオマス熱分解器（３）の上部に設けられた非酸化性ガス供給口（１２）から、最終的に
６０リットル／時間の一定量で導入された。また、スチームとしては、過熱蒸気（１６０
℃、０．６ＭＰａ）が使用され、バイオマス熱分解器（３）の上部に設けられたスチーム
吹込み口（１１１）から、最終的に２キログラム／時間の一定量で導入された。バイオマ
ス熱分解器（３）におけるバイオマス原料の滞留時間は、約１時間であった。これにより
、バイオマス熱分解器（３）において熱分解により生じたガスが５．１キログラム／時間
で得られた。また、チャーが０．９キログラム／時間で熱分解残渣（チャー）排出口（６
）から排出された。
【００９１】
バイオマス熱分解器（３）において得られた熱分解ガスは、続いて、バイオマス熱分解器
（３）下部から熱分解ガス導入管（９）を通過して、熱交換器型の熱分解ガス改質器（２
）に導入された。該熱分解ガス改質器（２）においては、予め約１，２００℃に加熱され
た高温熱風が、高温熱風入口（１０１）から熱分解ガス改質器（２）の外側に備えられて
いる熱媒体流路に導入され、熱分解ガス改質器（２）内部を流れる熱分解ガスと熱交換さ
れた後、約７００℃で高温熱風出口（１０２）から排出された。熱分解ガスの導入当初は
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、熱分解ガス改質器（２）内の温度は不安定となるが、高温熱風の量を調節しながら徐々
増やし、かつ、熱分解ガス改質器（２）下部に設けられたスチーム吹込み口（１１２）か
ら、更に、過熱蒸気（１６０℃、０．６ＭＰａ）を、その量を調節しながら導入すること
により、熱分解ガス改質器（２）内の温度が９５０℃になるように調節した。この時、熱
分解ガス改質器（２）は、圧力１０１．３ｋＰａに保持されていた。熱分解ガス改質器（
２）下部に設けられたスチーム吹込み口（１１２）からの過熱蒸気は、最終的に２キログ
ラム／時間の一定量で導入された。
【００９２】
上記操作により、バイオマス熱分解器（３）が温度６００℃及び圧力１０１．３ｋＰａに
保持され、かつ、熱分解ガス改質器（２）が温度９５０℃及び圧力１０１．３ｋＰａに保
持された。これにより、温度９００℃の改質ガスが７．１キログラム／時間の量で改質ガ
ス出口（８）から得られた。
【００９３】
得られた改質ガスをゴム製バッグに捕集し、ガスクロマトグラフィー［島津製作所製ＧＣ
－１４Ａ（商標）］によりガス組成を測定した。表６に得られた改質ガスの組成を示した
。また、該操業を３日間連続して実施することができた。該操業期間中、トラブル、とり
わけ、タールに起因するトラブルのない良好な連続運転を維持することができた。また、
操業期間中、熱分解ガス導入管（９）内でヒートキャリア（７）がタール等により閉塞す
るというトラブルを生ずることもなく、バイオマス熱分解器（３）から熱分解ガス改質器
（２）への熱分解ガスのスムーズな導入が維持された。また、熱分解ガス改質器（２）出
口（８）から取り出された改質ガス中のタール量は、約０．８ｇ／ｍ３－ｎｏｒｍａｌで
あった。
【００９４】
【表６】

【００９５】
（比較例１）
バイオマス原料の熱分解及び発生した熱分解ガスの改質に使用したガス化装置としては、
特許文献５の図１に記載のものを使用した。即ち、熱分解領域（２００）の上部に改質領
域（３００）が上下に直列に備えられている装置である。換言すれば、バイオマス熱分解
器と熱分解ガス改質器とが、上下に直列に接続されている装置である。比較例においては
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、実機の約１０分の１の実験用小型装置を使用した。使用したガス化装置は図５に示した
通りである。ガス化炉（Ａ）本体の材質はインコネルである。ガス化炉（Ａ）は内径１０
０ｍｍ及び高さ６５０ｍｍの円筒状であり、ガス化炉（Ａ）底部から３００ｍｍが熱分解
領域（２００）であり、頂部から３００ｍｍが改質領域（３００）である。熱分解領域（
２００）には、熱媒体としてアルミナボール（Ｄ）（直径は５～１５ｍｍ）を使用した。
改質領域（３００）の上部にはニッケル触媒（Ｅ）が充填されている。上記の熱分解領域
（２００）と改質領域（３００）との間にスチーム導入口（４００）が設けられている。
また、該熱分解領域（２００）と改質領域（３００）のガス化炉外壁には、夫々、温度制
御可能な電気加熱器（Ｂ）及び（Ｃ）が設置されている。
【００９６】
原料としては、実施例１と同じ建設系廃木材を使用した。原料を、気流搬送により原料供
給配管（１００）から、ガス化炉（Ａ）の熱分解領域（２００）に３０～４０秒間隔で０
．１1グラム毎断続的に導入した。ガス化炉（Ａ）の熱分解領域（２００）は、電気加熱
器（Ｂ）を使用して熱媒体としてのアルミナボールを加熱することにより、５５０℃の温
度に制御された。また、熱分解領域（２００）は、その底部（６００）からヘリウムガス
が０．５０リットル/分で導入されて、０．１０３ＭＰａの圧力に保持された。該廃木材
は熱分解されて、発生したガスは、同一の圧力に保持されたガス化炉（A）の改質領域（
３００）に導入され、スチームと混合された。
【００９７】
ガス化炉（Ａ）の改質領域（３００）の温度は１，０００℃であり、改質領域（３００）
の出口部（５００）におけるガス温度は９４７℃であった。改質領域（３００）の温度は
、電気加熱器（Ｃ）により一定に制御された。得られた改質ガスの組成は、表７に示す通
りである。また、改質領域（３００）の出口側の改質ガス中のタール量は、約５ｇ／ｍ３

－ｎｏｒｍａｌであった。該装置においては、操業を３日間連続して実施することができ
たが、２日目を過ぎるあたりから、熱分解領域（２００）内の圧力が多少上昇し始めた。
操業終了後、アルミナボール（Ｄ）層を点検したところタールの沈積が認められた。従っ
て、長期間の連続操業には問題があると推察される。
【００９８】
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【表７】

【００９９】
実施例１及び２は、バイオマス原料を変えたものである。いずれのバイオマス原料であっ
ても、操業期間中、タールに起因するトラブルのない良好な連続運転を継続することがで
き、熱分解ガス導入管（９）内でヒートキャリア（７）がタール等により閉塞するという
トラブルを生ずることもなく、バイオマス熱分解器（３）から熱分解ガス改質器（２）へ
の熱分解ガスのスムーズな導入が維持された。加えて、得られた改質ガス中のタール量は
、極めて少ないものであった。実施例３は、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改
質器（２）の上部に夫々別個に予熱器（１２，１１）を設置して、ヒートキャリア（７）
を、夫々異なる温度に加熱して、バイオマス熱分解器（３）及び熱分解ガス改質器（２）
に供給するガス化装置を使用したものである。実施例１及び２と同様に良好な操業を確保
することができ、かつ、得られた改質ガス中のタール量は、極めて少ないものであった。
実施例４は、熱分解ガス改質器（２）として、高温熱風で加熱する熱交換器型の改質器を
使用したものである。実施例１～３と同様に良好な操業を確保することができた。また、
得られた改質ガス中のタール量は、僅かに増加したものの、装置のスムーズな操業を阻害
するものではなかった。比較例１は、従来の装置を使用したものである。アルミナボール
（Ｄ）層へのタールの沈積が認められ、長期間の連続操業には問題があることが分かった
。加えて、実施例１～４と比較例１との結果から、いずれにおいても、改質ガス組成はほ
ぼ等しく、本発明のガス化装置を使用すれば、従来の縦型直列２段ガス化炉と同程度にガ
ス化処理ができることが分かった。また、改質ガス中のタール量では、本発明の装置にお
いて著しく低下しており、バイオマスのガス化装置として有用であることが示された。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
本発明のバイオマスのガス化装置によれば、バイオマスの熱分解温度及び発生した熱分解
ガスの改質温度を最適化することにより、熱分解ガスの発生量を増大させ、かつ、最終製
品である水素含有ガスの生産量を増大させ得るばかりではなく、タール及び煤塵の発生量
を低減せしめ得る。加えて、発生したタールを効果的にガス化し、かつ、ガス化されずに
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ラブルを著しく軽減し得る。従って、本発明のガス化装置は、今後、バイオマスのガス化
に大いに利用されることが期待される。加えて、水素製造事業及び発電事業への利用も期
待される。
【符号の説明】
【０１０１】
１，１１、１２　予熱器
２　　熱分解ガス改質器
３　　バイオマス熱分解器
４　　バイオマス供給口
５　　排出物処理装置
６　　熱分解残渣（チャー）排出口
７　　複数の粒状物及び／又は塊状物［熱担持媒体（ヒートキャリア）］
８　　改質ガス排出口
９　　熱分解ガス導入管
９－２　熱分解ガス導入管の熱分解ガス改質器側ガス導入口（ガス出口）
９－３　熱分解ガス導入管のバイオマス熱分解器側ガス取り入れ口（ガス入口）
１０１、１０２　熱媒体入口、出口
１１１、１１２、１１３　スチーム吹込み口
１２　非酸化性ガス供給口
１３　バイオマス熱分解器及び熱分解ガス改質器内に夫々形成される、複数の粒状物及び
／又は塊状物層の上面
ｇ　　熱分解ガスの流れ方向
ｈ　　熱分解ガス導入管内部底面の突出部分の高さ
ｈ１　熱分解ガス導入管のガス取り入れ口の垂直方向の幅（高さ）
ｈ２　熱分解ガス導入管のガス導入口の垂直方向の幅（高さ）
θ　熱分解ガス導入管の内部底面突出部の傾斜角度
Ａ　　　ガス化炉
Ｂ　　　電気加熱器
Ｃ　　　電気加熱器
Ｄ　　　アルミナボール（熱媒体）
Ｅ　　　ニッケル触媒
１００　原料供給配管
２００　熱分解領域
３００　改質領域
４００　スチーム導入口
５００　改質ガス出口
６００　ヘリウム導入口
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